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環状第４号線整備事業（河田町地区）
（新宿区余丁町から同区河田町地内）

事業区間延長３３０ｍ、幅員２７～３０ｍの幹線道路です。現在、街路築造等の整備を進めています。

補助第７４号線整備事業（山手線立体地区）

（新宿区大久保三丁目から同区高田馬場四丁目地内）
事業区間延長６５０ｍ、幅員２８ｍの地域幹線道路です。ＪＲ山手線、西武新宿線との立体交差部の

躯体工事は平成２７年度に完了しました。現在、西側のU型擁壁設置等の整備を進めています。



補助第１３３号線整備事業（阿佐谷北地区）
（杉並区阿佐谷北六丁目から同区下井草一丁目地内）

事業区間延長３００ｍ、幅員１６ｍの地域幹線道路です。平成７年度に事業着手し、令和２年６月に完成し
ました。

新宿歩行者専用道第２号線は、東京都庁第一本庁舎から新宿区道、青梅街道
を経て小田急新宿西口駅前ビルに至る地下歩道で、現在、新宿警察署前・新宿
野村ビル前までの約７００mを交通開放しています。

Ⅲ期-１工区は、新宿警察署・新宿野村ビル前から新都心歩道橋下交差点付近までの約１４０ｍで事業中です。

新宿歩行者専用道第２号線Ⅲ期区間

（新宿区西新宿一丁目から同区西新宿二丁目地内）



橋梁の長寿命化（上高井戸陸橋）
今後長期間にわたり供用するため、主桁外ケーブル補強、主桁当板補強、支承取替等

を行っています。

無電柱化後の舗装復旧に併せた歩道のバリアフリー化（早稲田通り）

無電柱化後の舗装復旧に併せて、歩道巻き込み部や横断歩道部の段差改善を行って

います。



路面補修に併せた車道の遮熱性舗装と歩道のバリアフリー化（四谷角筈線）

痛んだ路面の補修に併せて、暑さ対策の対策が必要な箇所では、路面温度の上昇を抑

制する遮熱性舗装を整備し、沿道環境の改善を図っています。歩道部では、視覚障害者

誘導用シートの設置などバリアフリー化を行っています。

道路施設の改修（新宿駅西口広場）
駅周辺の案内サインを統一し利便性の向上を図るため、新宿駅西口広場のサイン

改修を進めています。



街路樹の植替え工事 （中野通り）【 樹種：ソメイヨシノ 】

不健全木と診断されたサクラを順次植え替えており、倒木等の事故防止を図っています。

不健全木と診断されたサクラの状況

（主幹の腐朽）

植替えた常緑ヤマボウシの状況

植替えたサクラの状況

大径木化したトウカエデの状況

街路樹の植替え工事 （早稲田通り）【 樹種：トウカエデから常緑ヤマボウシ 】
大径木化した落葉樹のトウカエデを１年を通じ葉を残し、６月に白い花が咲く常緑ヤマボウシ

に 植え替える工事を行いました。（環七通りから杉森中学校付近まで）



　 利用できる工事用搬入路が少ないことから、済美橋から上流へ向けて平成25年３
月より河川上に全面覆工の作業構台を設置して整備を進め、平成30年６月に完成
しました。

善福寺川整備工事（二枚橋より済美橋を望む）

神田川整備工事（新橋～寿橋区間）
（中野区本町五丁目～同区弥生町二丁目）

（杉並区大宮一丁目から堀ノ内二丁目地内）

　 下流から順次護岸の整備を進めるとともに、新橋、氷川橋、千代田橋、柳橋の架
け替えが完了しました。工事は、狭隘な現場状況から河川の上部を全面覆工して実
施しました。



　 利用できる工事用搬入路が少ないことから、済美橋から上流へ向けて平成25年３
月より河川上に全面覆工の作業構台を設置して整備を進め、平成30年６月に完成
しました。

善福寺川整備工事（二枚橋より済美橋を望む）

神田川整備工事（新橋～寿橋区間）
（中野区本町五丁目～同区弥生町二丁目）

（杉並区大宮一丁目から堀ノ内二丁目地内）

　 下流から順次護岸の整備を進めるとともに、新橋、氷川橋、千代田橋、柳橋の架
け替えが完了しました。工事は、狭隘な現場状況から河川の上部を全面覆工して実
施しました。



 

ま え が き 
 

 第三建設事務所は、23 区の西側に位置する新宿区、中野区、杉並区の三区を所管し、道路、河川といった都

市基盤の効果的・重点的な整備と効率的・計画的な管理を担っています。 

 管内の人口は約 128 万人、人口密度は、23 区平均 15.4 千人／㎢を上回る 18.9 千人／㎢で、エリア内には、

東京都庁などの超高層ビル街、乗降客数が世界一の新宿駅、歌舞伎町など繁華街を抱える新宿副都心や再開発

の進む中野駅周辺地域が所在する一方で、比較的緑豊かで閑静な住宅街地域、環状六号、七号線沿いの木造住

宅密集地域を抱えるなど多様な地域特性を有しています。 

 

 当所は、幹線道路ネットワークの形成や河川整備をはじめとした高度防災都市づくりなど様々な施策に取り

組んでいます。 

具体的には、オリンピック・パラリンピック関連の放射第５号線、環状第３号線をはじめ、放射第 25 号線、

環状第４号線、環状第５の１号線等の幹線道路のほか、補助第 26 号線、補助第 74 号線、補助第 133 号線等の

地域幹線道路の整備を鋭意進め、首都東京の渋滞解消、環境改善、防災性の向上を図っています。 

 また、道路監察パトロール、道路巡回などによる日常管理を行うとともに、新宿副都心施設の改修や、路面

補修、橋梁の長寿命化、歩道改善、無電柱化、街路樹の充実（質の向上）などを推進し、安全で快適な道路環

境の提供に取り組んでいます。 

 

 河川事業では、流域の急激な市街化に伴う都市型水害に対応するため、都内最大規模の中小河川である神田

川及び支川の善福寺川・妙正寺川で、１時間あたり 50 ㎜規模の降雨に対処できる護岸の整備を進めてきました。

しかし、近年では目標整備水準を超える集中豪雨が増加し、それに伴う水害が発生しています。このことから、

区部では１時間あたり 75mm 規模の降雨に対処できるよう目標整備水準を引き上げ、河道整備による 50mm 対応

に加え、公園及び幹線道路下等を利用した地下式調節池の設置を進め、中流域の水害多発地帯を早期に解消す

るように努めています。 

 このうち、神田川・環状七号線地下調節池は、環状七号線の路面下約 40ｍに設置した内径 12.5ｍのトンネル

型調節池で、平成９年４月より供用を開始し、これまでに 43 回（令和２年６月現在）洪水を取水し、水害軽減

に大きな効果を発揮しています。 

  

 さらに、こうした道路・河川整備に必要な事業用地の取得に重点的に取組んでいます。 

 

 今後とも関係各方面の協力を得ながら、高度防災都市の形成、２０２１年に開催されるオリンピック・パラ

リンピック後も見据えた都市基盤の整備・管理を推進し、「世界一の都市」東京の実現を目指していきます。 
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第１ 沿     革 
 

 当所は旧東京府における都市計画道路事業の内、旧荏原、豊多摩の二郡を所管区域とする東京府第一道路改

修事務所として大正９年に開設され、当時の市街地開発事業にあたっていたが、昭和 18 年７月１日東京都制の

施行に伴い計画局所管のもとに区部に７出張所が設置され、第三道路出張所と改称した。 

 昭和 19 年２月 15 日処務規程改正により、都内の道路事業を３区域に区分した際、当所は第二道路出張所と

なり、続いて翌 20 年４月１日処務規程の改正で、道路、河川、防空壕の事業を合併し、東京都第三土木出張所

と改め、終戦前後の混乱期を過ごした。 

 戦後、荒廃しつくした首都東京再建の一端を担って、昭和 21 年５月 14 日、第三建設事務所と改称するとと

もに、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区の４区内の道路、橋梁、河川、広場等の整備を分掌し、土木事業の推

進に努力してきた。その後昭和 40 年４月１日、従来区に委任してきた都道の管理を都が直接管理することとな

り、建設事業と併せて上記区域内の道路の維持管理を行うこととなった。 

 平成元年４月１日から東京都第七建設事務所が発足したことにより、当所の管理区域は、新宿・中野・杉並

区の３区となった。 

なお、平成 17 年 4 月に区部の建設事務所は第一から第六建設事務所に再編され所管区域の変更があったが、

当所の管理区域は従来どおりの新宿・中野・杉並の３区である。 

 

 

 

 

第２ 所管区域の概要 
 

 区   分 単位 新宿区 中野区 杉並区 計 23 区計 比 率 

人     口 千人 348 344 588 1,280 9,694 13.2 

面     積 ㎢ 18.2 15.6 34.1 67.9 627.6 10.8 

人 口 密 度 千人/㎢ 19.1 22.1 17.3 18.9 15.4 － 

都 道 

延 長 ㎞ 50.8 26.2 56.7 133.7 892.5 15.0 

面 積 千㎡ 1,350.6 491.1 1,055.9 2,897.6 21,515.5 13.5 

 

注：１ 人口、面積は、令和２年６月１日現在（東京都の人口推計） 

  ２ 都道は、平成 31 年４月１日現在（令和元年度版東京都道路現況調書） 
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第３ 組織と担当事務 
  

当所の組織は、所長、副所長（庶務課長兼務）、６課、1 専門課長、46 課長代理、３管理工区、２事業セン

ターで職員総数は 176 名である。職員数の内訳、事業所の所在地は別表１、２のとおりである。 

 

（庶 務 担 当） 人事、給与及び福利厚生、文書及び公印の管理、公有財産 （事業用地を除く)

及び自動車の管理、広報及び広聴の連絡調整、その他庶務全般 

（経 理 担 当） 会計事務、現金及び有価証券の出納保管、物品資材の調達、工事その他の契約、

物品の出納保管、不用品の処分、事業の進行管理及び連絡調整 

（検 査 担 当） 工事及び工事用材料等の検査 

 

（管 理 担 当） 道路区域の決定 （変更) 及び供用の開始（廃止）、しゅん功道路の                                      

引継ぎ、事業用地の管理、道路、河川及び急傾斜地崩壊危険区域の                   

管理、代替地及び残地の管理、先行取得用地の管理 

（道 路 台 帳 担 当） 道路台帳の整備及び利用、道路区域の調査測量、道路の幅員証明、土地境界確認 

（占 用 担 当） 道路の占用許可、自費工事の承認、沿道区域内における掘削工事等の事前指導、

道路占用料及び負担金の徴収 

（監 察 担 当） 道路及び河川の監察全般、車両制限令に基づく取締まり、不法占用等の取締まり 

（工 事 調 整 担 当） 道路及び道路占用工事の調整 

 

（調 整 担 当） 事業用地の取得、物件の移転、損失補償についての連絡調整、移転資金貸付、

代替地及び公営住宅のあっせん 

（ 用 地 担 当 ）(11) 事業用地の取得、前号に係る地上物件及び地下埋設物の移転その他の損失補償、

前二号に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定、土地収用の手続き、

事業用地の取得に係る生活再建対策 

用地専門課長 用地取得事務に係る専門的事項の助言及び助力、特に所長の命を受けた事項 

 

（工 務 担 当） 道路、橋梁工事に伴う所内各課との連絡調整、都市計画法に基づく周知事務、新

設路線の調査 

（環 境 対 策 担 当） 環境対策等に係る関係機関との調整及び地元説明、調査委託 

（設 計 総 括 担 当） 道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（設 計 担 当） 道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（木 密 設 計 担 当） 木造住宅密集地域における道路、橋梁工事に係る調査、設計 

（工 事 総 括 担 当） 道路、橋梁工事の設計変更、清算の照査 

（ 工 事 担 当 ）(2) 道路、橋梁工事の施行、監督、設計変更、清算 

（渉 外 担 当） 道路の工事に伴う損害賠償、工事損害賠償物件関連の調査委託 

（測 量 担 当） 道路、橋梁工事に係る測量、建築に係る道路境界線の測量 

 

庶務課 

管理課 

用地課 

工事 

第一課 
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（工 務 担 当） 河川等の工事に伴う所内各課との連絡調整、水防関係、都市計画法に基づく周知

事務 

（設 計 総 括 担 当） 河川等の工事に係る調査、設計 

（設 計 担 当） 河川等の工事に係る調査、設計 

（広 域 調 節 池 設 計 担 当） 広域調節池の工事に係る調査、設計 

（広域調節池工事総括担当） 広域調節池の工事に係る設計変更、清算の照査 

（広 域 調 節 池 工 事 担 当） 広域調節池の工事の施行、監督、設計変更、清算 

（工 事 担 当） 河川等の工事、前号工事の設計変更、清算の照査、河川等の工作物の維持修繕 

（渉 外 担 当） 河川の工事に伴う損害賠償 

（施 設 維 持 担 当） 特定河川管理施設 （地下調節池及び分水路) の維持管理、地下調節池の啓発、

急傾斜地及び千川上水善福寺川導水路の維持管理 

（測 量 担 当） 河川等に係る測量、建築に係る河川境界線の測量 

（妙正寺川事業センター） 妙正寺川の工事の施行、監督、前号工事の設計変更、清算、妙正寺川調節池及び

高田馬場分水路等の維持管理、管内河川の啓発 

（善 福 寺 川 事 業 セ ン タ ー） 神田川、善福寺川の工事の施行、監督、前号工事の設計変更、清算、環七地下調

節池の維持管理、管内河川の啓発 

 

（調 査 担 当） 道路、橋梁等の現況調査、自費工事の技術的調査及び指導、道路占用及び道路

掘削の技術的指導、掘削道路の復旧 

（電線共同溝整備担当） 電線共同溝整備工事の実施及び技術的指導等 

（維 持 担 当） 道路、橋梁並びにこれらの附属物の維持工事、道路、橋梁の応急復旧及び災害工

事、都道の清掃委託 

（施 設 維 持 担 当） 地下道の照明、警報装置、換気、排水設備及び共同溝の維持、新宿西口広場施設

及び歩行者デッキの保守等、井荻・練馬トンネル施設の保守等 

（補 修 担 当） 道路、橋梁並びにこれらの附属物の補修工事等 

（街 路 樹 担 当） 街路樹、緑地帯等の調査、設計及び補修工事等、道路占用（街路樹関連）の技術

指導 

 

（中野工区、新宿工区、杉並工区） 

  担当区域内の道路、橋梁、広場の測量、調査、工事の施行、監督、設計変更、清算及び工作物の維持

修繕並びに事業用地建物等の監視と区域内の道路占使用の技術的審査、監督 

工事 

第二課 

補修課 

工区 
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別表１．職 員 数 

令和２年７月１日現在 

 管 理 職 一 般 職 員 
計 

会計年度

任用職員 合 計 
事務 技術  事務 技術  技能 

庶    務    課   １ １ ９ １  １２ ２ １４ 

管    理    課   １  １１ ４  １６ １１ ２７ 

用    地    課 ２  ２４ ２  ２８   １ ２９ 

工 事 第 一 課  １  ２４  ２５ ２ ２７ 

工 事 第 二 課  １  ３１  ３２ ４ ３６ 

補    修    課  １  ２２  ２３ ２ ２５ 

中 野 工 区    ３  ３ １      ４ 

新 宿 工 区    ５ ２ ７ ２ ９ 

杉 並 工 区      ４  ４ １ ５ 

      計    ４   ４  ４４  ９６    ２ １５０  ２６  １７６ 

 

別表２．事 業 所 の 所 在 地 

名   称 所 在 地 及 び 交 通 電  話 

第 三 建 設 事 務 所 

〒164-0001 中野区中野４－８－１ 

 

（ＪＲ中央線 中野駅徒歩５分） 

3387－5132 

(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

Fax 3387－5140 

管 
 
 

理 
 

 

工 
 
 

区 

中 野 工 区 

〒165-0025 中野区沼袋３－２－14 

 

（西武新宿線 沼袋駅徒歩３分） 

3389－3449 

 

Fax 3389－4609 

新 宿 工 区 

〒160-0023 新宿区西新宿６－26－５ 

 ＪＲ 新宿駅徒歩 15 分 

 東京メトロ丸の内線 西新宿駅徒歩３分 

3343－7832 

 

Fax 3342－1873 

杉 並 工 区 

〒167-0043 杉並区上荻１－11－11 

 

（ＪＲ中央線 荻窪駅北口徒歩５分） 

3393－2391 

 

Fax 3393－2392 

事 

業 

セ 

ン 

タ 

ー 

妙 正 寺 川 

事 業 セ ン タ ー 

〒165-0024 中野区松が丘１－33－17 

 西武新宿線 新井薬師前駅徒歩 10 分 

 ＪＲ中央線 中野駅・関東バス中村橋行き 

 下田橋下車徒歩１分 

3228－1419 

 

 

Fax 3228－1491 

善 福 寺 川 

事 業 セ ン タ ー 

〒166-0013 杉並区堀ノ内２－１－１ 

 

（東京メトロ丸の内線 方南町駅徒歩５分） 

5305－3540 

 

Fax 3315－0602 

 



令和２年度事業執行予定額 （単位：千円）

款 項 目 工事 用地・補償 補償・賠償 その他

39,636,869 22,611,773 10,472,000 255,100 6,297,996 35,614,850

0 0 0 0 0 0

代 替 地 購 入 費 0 0

23,547,530 7,801,473 9,842,000 100,000 5,804,057 20,408,722

道 路 管 理 費 28,000 28,000 31,700

道 路 維 持 費 2,533,233 428,636 2,104,597 2,558,980

橋 梁 維 持 費 213,180 188,180 25,000 209,500

道 路 補 修 費 3,340,927 3,058,307 282,620 2,813,481

交 通 安 全 施 設 費 3,657,250 1,892,850 80,000 1,684,400 2,096,100

道 路 整 備 費 0 0

街 路 整 備 費 12,914,040 2,006,000 9,842,000 20,000 1,046,040 11,803,161

橋 梁 整 備 費 860,900 227,500 633,400 895,800

16,089,339 14,810,300 630,000 155,100 493,939 15,206,128

河 川 維 持 費 158,640 38,000 120,640 156,779

水 防 費 8,899 8,899 8,781

河 川 防 災 費 242,800 172,800 70,000 150,900

中 小 河 川 整 備 費 15,679,000 14,599,500 630,000 155,100 294,400 14,889,668

河 川 環 境 整 備 費 0 0

砂 防 海 岸 整 備 費 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

諸 用 地 先 行 取 得 費 0 0

65,966 65,966 65,134

39,702,835 22,611,773 10,472,000 255,100 6,363,962 35,679,984

第 ４ 予 算 額

予 算

科目

（産 業労 働費 ）就 業促 進費

令和２年度
執行予定額

内訳

用 地 買 収 費

用 地 費

河 川 海 岸 費

道 路 橋 梁 費

合 計

令和元年度
執行予定額

土 木 管 理 費

土 木 費



令和元年度事業執行実績額 （単位：千円）

款 項 目 工事 用地・補償 補償・賠償 その他

23,014,825 14,241,900 4,625,162 85,851 4,061,912 16,228,098

0 0 0 0 0 0

代 替 地 購 入 費 0 0

13,878,136 5,462,132 4,607,137 36,934 3,771,933 15,375,572

道 路 管 理 費 53,268 53,268 29,369

道 路 維 持 費 2,392,205 369,235 2,022,970 2,363,338

橋 梁 維 持 費 159,859 146,617 13,242 119,548

道 路 補 修 費 1,852,632 1,776,662 75,970 3,271,258

交 通 安 全 施 設 費 2,068,402 765,419 5,290 1,297,693 1,429,742

道 路 整 備 費 0 0

街 路 整 備 費 7,029,832 2,086,001 4,607,137 31,644 305,050 8,038,992

橋 梁 整 備 費 321,938 318,198 3,740 123,325

9,136,689 8,779,768 18,025 48,917 289,979 852,526

河 川 維 持 費 124,218 25,176 99,042 149,012

水 防 費 8,831 8,831 8,325

河 川 防 災 費 588,435 575,785 12,650 67,072

中 小 河 川 整 備 費 8,415,205 8,178,807 18,025 48,917 169,456 628,117

河 川 環 境 整 備 費 0 0

砂 防 海 岸 整 備 費 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

諸 用 地 先 行 取 得 費 0 0

69,004 69,004 30,780

23,083,829 14,241,900 4,625,162 85,851 4,130,916 16,258,878

及 び 決 算 額

用 地 費

用 地 買 収 費

（産 業労 働費 ）就 業促 進費

土 木 費

土 木 管 理 費

道 路 橋 梁 費

河 川 海 岸 費

決 算

科目
令和元年度
執行実績額

内訳
平成３０年度
執行実績額

合 計
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 第５ 道路・河川の管理 
 

１．法的管理 

 道路は、一般の交通の用に供するという本来的機能のほか、都市のインフラを設置する公共空間としての

副次的機能があり、上下水道、通信、電気、ガス等の公益施設、地下鉄などの公共交通機関を収容するとと

もに、緊急災害時の避難路、火災遮断空間など多面的な役割を果たす都市の基幹的施設である。 

 道路の管理は、このような道路が持つ多様な役割を十分に発揮できるよう、常に良好な状態に保ち、安全

で快適な交通を確保することにある。 

 道路管理業務は、法的管理業務と維持補修業務に大別されるが、法的管理業務は、道路法等関係法令に基

づく道路認定、区域決定及び供用開始という根源的な事務手続きをはじめ、道路台帳・地下埋設物台帳の整

備や道路の利用に係る道路占用、不法行為の取締りなどの道路に関するソフト面の事務である。 

 また、河川管理業務は、主として地下調節池等の施設区域の河川占用に関する事務である。なお、それ以

外の河川区域の日常管理・河川占用等の事務は｢特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例｣ (平

成 11 年 12 月 24 日条例第 106 号) により、特別区が分担して処理している。 

 

⑴ 管理対象道路及び河川 

 管理道路は、一般都道７路線 (道路法第７条認定路線) 及び特例都道 31 路線 (同法第 89 条認定路線) 

の合計 38 路線、延長約 134 ㎞であり、新宿副都心地区の道路をはじめ、東西道路としての東京所沢線 (青

梅街道)、南北道路としての環状七号線、環状八号線など城西地区の主要な幹線道路網を受け持っている。

管理道路一覧については、別表 13 (P22～P24) のとおりである。 

 管理河川は、荒川水系の一級河川である神田川(～駒塚橋上流)、善福寺川、妙正寺川及び江古田川の

４河川、延長約 39.5 ㎞である。  

 

⑵ 道路区域決定及び施設管理関係事務 

ア．道路の区域決定 (変更) 及び供用開始 

 道路の区域決定は、道路法の適用範囲を特定するものであり、道路の供用開始は、土地に関する権原

が取得され、工事によって道路の実態を備えたものについて公示を行う。そのため、都道の拡幅等によ

り公示を行うために必要な図書の調整等を行っている。 

イ．都道の特別区への移管 

 都道の整備等により地域的な利用となった区間について特別区へ移管を進めてきた。これまでに、JR

阿佐ヶ谷駅北口・南口広場（都道瀬田貫井線・杉並区）、JR 新宿駅東口周辺を除く都道新宿停車場前線

（新宿区）、JR 中野駅北口・南口広場（都道鮫洲大山線・中野区）などの箇所について、移管を完了して

いる。 

ウ．東京ふれあいロード・プログラム 

東京ふれあいロード・プログラムは、道路の清掃等を行う地域の住民団体や企業等と東京都が協定を
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結び、協働して道路の清掃や植栽の手入れなどの美化活動を推進することを目的とした制度である。 

 平成 15 年度から本格実施されており、令和 2年 4月 1日現在、22 団体と協定を結んでいる。 

 団 体 名 活動区間 活動内容 

1 
Mahalo `a`ole paka 

(マハロ･ア･オレ･パカ) 

都庁付近～新宿区役所付近 

（青梅街道・都庁周辺副都心街路） 
歩道清掃 

2 
中野の桃園に桃の花を 

いっぱい咲かせる会 

ＪＲ中野駅南口～中野五差路 

（中野通り） 
歩道清掃、緑化活動 

3 新大久保商店街振興組合 
新大久保駅前～明治通り 

（大久保通り） 
歩道清掃 

4 新宿大通商店街振興組合 
新宿駅東口周辺 

（新宿通り、明治通り） 
歩道清掃、緑化活動 

5 
早稲田通りをよくする 

親栄会と周辺住民の会 

新宿区高田馬場三丁目、四丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

6 新宿区立市谷小学校 
新宿区市谷山伏町１番付近 

（大久保通り） 
歩道清掃、緑化活動 

7 
フラワー・フレンドリー 

グループ 

都電早稲田駅付近 

（新目白通り） 
緑化活動 

8 株式会社 伊藤園 
新宿区西新宿二丁目、四丁目 

（十二社通り） 
歩道清掃、緑化活動 

9 
タリーズコーヒー 

ジャパン株式会社 

新宿区箪笥町 

（大久保通り） 
歩道清掃 

10 
荻窪北口大通り商店街 

振興組合 

ＪＲ荻窪駅北口～四面道交差点 

（青梅街道） 
歩道清掃、緑化活動 

11 花の会 
中野区中野六丁目～上高田一丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

12 中野区東部ボランティア 
中野区中野、東中野、中央、本町 

（山手通り、青梅街道、大久保通り） 
歩道清掃 

13 株式会社フジタ東京支店 
新宿区西新宿二丁目、四丁目 

（十二社通り） 
歩道清掃 

14 
新宿区戸塚地区協議会 

戸塚・花と緑のまちづくりの会 

新宿区高田馬場一丁目地内 

（早稲田通り） 
歩道清掃、緑化活動 

15 永福町商店街振興組合 
杉並区永福二丁目、四丁目地内 

（井の頭通り） 
歩道清掃、緑化活動 

16 八八会 
中野区中野四丁目１番～５番 

（中野通り） 
緑化活動 

17 
公益社団法人 

新宿区シルバー人材センター 

新宿区新宿七丁目３番 

（大久保通り） 
歩道清掃 

18 方南西町会 
杉並区方南一丁目 

（環状七号線） 
歩道清掃、緑化活動 

19 友光グループ 
杉並区阿佐ヶ谷南三丁目 

（青梅街道） 
歩道清掃、緑化活動 

20 
コネクシオ株式会社 

量販営業部門 

新宿区西新宿八丁目 

（青梅街道） 
歩道清掃 
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 団 体 名 活動区間 活動内容 

21 学校法人 成城学校 
新宿区原町一丁目、三丁目 

（大久保通り） 
歩道清掃 

22 東京廃棄物事業協同組合 青年部 
新宿区高田馬場一丁目 

（早稲田通り） 
歩道清掃 

エ．地下埋設物の共同収容施設 

 道路下には水道管、ガス管等の地下埋設物が設置されているが、その共同収容施設として、一部道路

区間に共同溝が、また収容物件を電線類に限定した施設としてキャブ、自治体管路、電線共同溝が設け

られている。 

(ア) 共同溝 (共同管路)  

 路面の掘り返し防止による道路構造の保全等を目的とする ｢共同溝の整備等に関する特別措置法｣ 

(昭和 38 年法律第 81 号) の施行前に、上下水道、通信、電気、ガスを収容する兼用工作物として設置

されたものが共同管路である。設置箇所は別表１ (P16) のとおりである。 

(イ) 電線類の共同収容施設 

 電線類の共同収容施設は、交通の安全と都市の景観整備を図るため、路上の電柱を除去し電線類を

地中化するためのものである。 

 当初、キャブが設けられたが、その後地中化の一層の促進を図るため自治体管路方式により整備さ

れた。平成７年に ｢電線共同溝の整備等に関する特別措置法｣ が制定され、現在はこの法律に基づく

電線共同溝（ＣＣＢＯＸ）の設置事業が進められている。 

◎キャブ 

 キャブは、道路管理者が道路 (歩道) の下に蓋掛け式のコンクリート製Ｕ字構造物を設置し、その

中に電線類を共同で収容する方式であり、道路法における道路本体としての施設である。設置箇所は、

別表２ (P16) のとおりである。 

◎自治体管路 

 自治体管路は、道路管理者でない東京都が、都の管理する道路 (歩道) の下に、行政財産として管

路設備を敷設し、その管路設備を電線管理者に使用させる方式である。設置箇所は別表３ (P16～P18) 

のとおりである。 

◎電線共同溝 (ＣＣＢＯＸ)  

 電線共同溝は、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため、道路管理者が道路 (歩

道) の下に設ける施設であり、基本的には管路部と特殊部 (分岐・接続用の施設) とで構成されてい

る。またその位置づけは ｢電線共同溝の整備等に関する特別措置法｣ (平成７年６月 22 日施行) によ

り道路付属物とされており、その建設費用はキャブに比べ大幅に軽減されるという特徴がある。設置

箇所は、別表４ (P18) のとおりである。 

オ．車両制限令にもとづく管理 

 車両制限令は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路との関係において車両の制限
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を定めているが、車両幅制限箇所は次表のとおり 3路線の 8箇所である。なお、そのうち高円寺砧浄水

場線については、土地所有者である水道局の意見を踏まえて、通行認定している。 

車両制限令に基づく車両幅制限箇所 

路  線  名 
規  制  箇  所 規制区 

間延長 
ｍ 

制限幅 
 

ｍ 

道  路 
幅  員 

ｍ 起  点 終  点 

瀬田貫井線 

（松ノ木通り） 
杉並区成田東四丁目 27 杉並区成田東四丁目 33 200 2.00 5.50 

〃 杉並区松ノ木一丁目 12 杉並区松ノ木二丁目 41 300 2.00 5.35 

高円寺砧浄水場線

（荒玉水道） 
杉並区梅里一丁目 17 杉並区梅里一丁目 22 250 2.20 3.60 

〃 杉並区堀ノ内三丁目 14 杉並区堀ノ内三丁目 44 450 2.20 5.60 

〃 杉並区大宮一丁目 8 杉並区大宮一丁目 16 150 2.20 5.60 

〃 杉並区永福二丁目 60 杉並区永福三丁目 2 620 2.00 6.20 

角筈和泉町線 

（旧玉川水道） 
杉並区和泉一丁目 8 杉並区和泉一丁目 12 350 1.70 3.05 

〃 杉並区和泉二丁目 2 杉並区和泉二丁目 22 450 2.00 5.50 

 

⑶ 道路台帳関係事務 

ア．道路台帳の整備及び利用 

 道路台帳は、道路台帳平面図、地下埋設物台帳平面図及び道路敷地構成図で構成している。 

 道路管理者は、道路の管理を円滑に遂行するための道路の現況を常に的確に把握するとともに、道路

法による規制が及ぶ範囲（道路区域）を常に明確にしておく必要があるため、道路台帳を整備、保管し

ている。 

また、住民・関係者からの利用に応じられるよう閲覧に供するとともに、平成９年 10 月より複写サー

ビスも開始している。 

 今後も、道路整備事業等に伴い道路の延長、区域等に変更が生じた場合は、その都度、出来る限り、

道路台帳の補正整備を進めていく。 

令和元年度 道路台帳利用状況 

道路台帳平面図等の閲覧 3,040 件 

道路台帳平面図等の複写 3,008 件 

イ．道路敷地の調査並びに区域の標示 

(ア) 道路敷地の調査 

 この調査は、道路管理の適正化と土地の権利関係者等の利便を図るため、昭和 49 年度より計画的に

道路敷地調査図・道路区域調査図の整備を進めている。 

 令和元年度までに環状八号線ほか 15 路線が完了し、杉並あきる野線ほか 23 路線が一部整備済又は
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調査中で、整備率 73％である。 

 なお、「道路区域調査（主張線方式）」は、道路区域線を計算点(現地未標示)とし、隣接土地所有者

との立会を求めず処理していた。今後は財産を明示する境界線では無く、あくまでも道路管理者が道

路の管理事務を円滑にするために必要な「道路の区域を把握、復元可能とするため」の測量を実施し、

原則、隣接関係者の立会いを求めていく「道路敷地調査」を実施していく。併せて調書等も整備して

道路管理の万全を期すため整備を進めていく。 

 令和元年度道路敷地調査実施済箇所は別表５ (P18) のとおりである。 

(イ) 道路区域標示 

  令和元年度  道路区域標示・道路区域証明     13 件 

ウ．道路幅員証明 

  令和元年度  証明書交付件数     4 件 

エ．東京都公共基準点 (３級) の管理 

 東京都公共基準点管理保全要綱の制定 (平成６年４月) にあわせて、東京都公共基準点 (３級) の成

果品が道路管理部から各事務所に引き継がれたため、公共基準点の使用承認等の事務処理及び維持管理

を行っている。 

 なお、平成 14 年４月１日施行の測量法改正により、公共測量はそれまでの日本測地系から世界測地系

に基づき行うことになり、東京都道公共基準点 (２～３級) も座標変換を行い、平成 16 年度から世界

測地系の測量成果により実施することになった。 

    また、平成 25，26 年度において、東北地方太平洋沖地震に伴う成果改定（世界測地系 2011）を完了

したことから、平成 27 年度から、この新成果により、測量委託等を実施している。 

 

⑷ 境界確認事務関係 

組織改正に伴い平成 20 年４月１日より、従来総務部用度課が行っていた局事務事業に係る公有財産及

び国有財産(国土交通省所管のものに限る)の土地境界確認・確定事務は各事務所管理課で行うことになっ

た。 

ア．都有地及び国有地境界確認・確定 

 申出書を受理した案件について資料収集後仮線を設定し、現地立会いを行い協議が成立した場合は協

定書の取交わしを行っている。不調の場合は取り下げ処理後、申出書等を返戻している。 

イ．土地境界図等の交付 

 土地境界図及び区画整理（震災復興、戦災復興）換地処分図の閲覧（謄写）、謄本・抄本（証明）の申

請に対し有償で交付している。 

ウ．筆界特定制度対応 

 法務局からの要請により土地境界図並びに区画整理図等の資料を提供し、現場立会いを行っている。

また、意見聴取の場で主張根拠等についての意見を述べている。 
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令和元年度 境界確認事務件数 

土地境界図等交付 境界確認・確定 
計 

閲覧 証明 申出受理 処理 

1,475 162 195 126 1,958 

          ※申出受理件数には、繰越件数 62 件を含む 

 

⑸ 道路占用等許認可関係事務 

ア．道路の占用 

 道路は、一般交通の用に供するという本来の目的を阻害しない範囲で、上下水道、通信、電気、ガス

などの都民生活に欠くことの出来ない公益施設や地下鉄等の公共交通機関の収容空間としての役割も果

たしている。この二次的な使用を ｢道路占用｣ と呼んでいる。 

 なお、東京電力㈱など６企業の占用申請については、道路管理システムを利用した電子申請で処理し

ている。 

 道路占用の令和元年度の実績は、別表６ (P19) のとおりである。 

イ．監督事務費 

 道路の占用に伴い道路掘削復旧工事を電気・ガス・通信・上下水道等の公益事業者が自ら施行する場

合は、都が復旧工事を監督するため、｢道路掘削復旧工事監督事務費｣ を徴収している。 

 令和元年度の実績は、別表７ (P19) のとおりである。 

ウ．承認工事 

 車両出入用の歩道切下げ、沿道の土地利用のためのよう壁撤去等、土地所有者等が行う工事を承認し

ている。これを承認工事と呼ぶが、申請者の負担で工事を行うため、一般的には ｢自費工事｣ と呼んで

いる。 

 令和元年度の実績は、別表８ (P19) のとおりである。 

エ．沿道掘削 

 ビル建築工事等のために沿道の土地を掘削する場合、その掘削により道路構造等が影響を受ける恐れ

があるため、事前に道路管理者と協議が必要である。 

 令和元年度の実績は、別表８ (P19) のとおりである。 

 

⑹ 道路監察関係事務 

ア．道路の監察 

 道路の監察業務は、日常のパトロール、苦情等への随時の対応により、禁止行為の取締り等を行い、

適正な道路機能の確保に努めることにある。 

 業務内容は、道路構造の保全としての道路の損傷及びその誘因となる事象の発見及び応急措置に関す

る業務と、禁止行為等の取締りとしての道路の使用・占用及び通行に係る禁止・違反行為の是正指導等

に関する業務とである。また、道路及び沿道区域で行われる各種工事についても、事故防止等の観点か
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ら工事の適正な施行を確保し、道路機能が損なわれないよう監察している。 

イ．令和元年度の監察結果 

 道路の利用に関する環境は、路上生活者問題や道路への置き看板など長年の継続課題に加え、歩道上

への粗大ごみの不法投棄、旅行者の増加に伴うごみのポイ捨てなど、単に道路管理者の努力のみでは解

決できない問題が山積している。 

 こうした状況の中にあって、不法占用及び道路上工事の監察を基本とした是正指導に粘り強く取り組

んでいる。令和元年度における監察結果 (監察年報) は、別表９ (P20) のとおりであり、主な監察業

務の状況は次のとおりである。 

 (ア) 道路工事施行の適正指導 

 占用工事、自費工事等の道路上工事 (管理者工事を含む｡) および沿道掘削工事等の監察は、事故

の未然防止を図るため、平常パトロールにより適正指導を行うほか、夜間パトロールを実施し、適正

な工事施工、歩行者等の安全確保に努めた。 

また、大規模で長期にわたる占用工事について、工事施行に伴う事故防止対策を検討し、適正な工

事の実施となるよう調整した。 

(イ) 禁止行為および不法占用に対する適正指導 

① 新宿副都心４号線、同 12 号線及び目白通りにおいて、多数の路上生活者が見受けられ、平成 16

年度一年間かけて退去の要請及び廃材処理、ブルーテントなどの撤去を行った。以後、新宿警察署

及び牛込警察署と合同で適宜パトロールを実施することにより、良好な道路環境の維持に努めてい

る。 

この他、新宿駅周辺地域における道路環境を良好に維持するため、新宿警察署・新宿区・地元商

店会等との連携のもとに、新宿駅東口、西口とも月２回の割合で清掃活動等を兼ねた廃材処理を実

施した。 

② 道路上の置き看板やのぼり旗、商品置き場、雑誌売り、屋台等は、交通の障害になるばかりでな

く、災害時の避難の障害になるため、日常のパトロールに加え、所轄警察署・区道管理者・地元商

店会と合同パトロールを実施し、是正指導を行った。合同パトロールは、主に新宿駅東口、西口の

ほか、新大久保駅（大久保通り）、高田馬場駅（早稲田通り）、歌舞伎町などの周辺で活動を行った。 

③ 放置または不法投棄された道路上の障害物 (ゴミ状の自転車・バイク、ダンボール、生活用品、

タイヤ・建築廃材等) については、日常パトロールにおいて発見・警告等を行うほか、苦情等に対

しても適宜対応した。 

 令和元年度は、自転車 157 台、バイク 19 台などトラック延べ 122 台分の不法投棄物を撤去の上

処分した。 

 (ウ) 東京マラソン開催対策 

 東京マラソン 2020 開催 (令和 2年 3月 1日) にあたり、良好な状態で実施できるよう路上生活者

対策、路上障害物処理、看板等の不法使用の是正、放置自転車・バイクの除去指導等をコースとなる

都道を中心に特別に強化し行った。 
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ウ．袖看板等の適正化 

 未許可の袖看板や日除け等が多数設置されていたため、申請指導を強化してきた。令和元年度末にお

ける看板の許可率は、81.7％である。 

 

⑺ 道路上工事調整関係事務 

 道路管理者、交通管理者、占用企業者の三者で構成する ｢東京都道路工事調整協議会｣ を設置し、道路

の掘り返しを伴う占用工事の計画的かつ合理的な施行を図っている。 

 同協議会の調整部会は、年間６回 (年間、下半期各１回、隔月４回) 道路工事調整会議を開催している。 

ア. 道路工事調整会議においては、道路工事調整調書を作成し、占用企業者から施行計画、意見等を徴し

て、路線ごとに工事相互間の調整を行い、シールド工事等の非開削工法や共同施工を採用するよう助言

するとともに、工事の平準化、縮減化を図っている。 

イ. 道路工事調整会議での調整から除外しているビルや家庭への供給管工事など小規模占用工事につい

ては、道路工事調整会議提案除外工事調書を作成・提出させて工事の調整を図るとともに、全体工期を

短縮するため各占用企業者の施工時期を集中させるようにビル等の建築業者に対して協力を依頼してい

る。 

ウ. 道路の舗装工事が完了すると新たに掘削工事を行うことを一定期間禁止している。（道路舗装の種別

に応じ、１～５年間の掘削禁止の措置を講じている。）これにより、道路を良好な状態に保つよう努めて

いる。 

エ. 令和元年度道路上工事施行者別調整実績は、別表 10-1、10-2 (P21) のとおりである。 

 

⑻ 河川等の管理関係事務 

ア．河川の管理 

 河川管理事務のうち日常の管理業務及び河川占用許可は、｢特別区における東京都の事務処理の特例

に関する条例｣ に基づき区長が処理しているが、調節池等の河川管理施設に係る占用許可については当

所が処理している。令和元年度河川占用許可件数は、別表 11 (P21) のとおりである。 

イ．急傾斜地の管理 

  ｢急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律｣ (昭和 44 年法律第 57 号) に基づく急傾斜地崩壊

危険区域として、新宿区赤城元町と杉並区堀ノ内一丁目の２ヶ所の崖地が指定されている。 

 その管理については、指定区域内の行為規制に係る事務などを処理している。 

ウ．事業用地の管理 

 事業用財産には、東京都都市計画事業に基づき取得した道路・河川の事業用地、河川改修により生じ

た事業残地、｢公有地の拡大の推進に関する法律｣ 等に基づく先行取得用地及び事業用代替地がある。そ

の管理は、｢東京都公有財産規則｣等に基づいて適正な管理に努めているが、このうち工事着手までに長

期間を要する土地は、遊び場として開放する等有効活用にも努めている。令和元年度の行政財産の使用

許可状況は、別表 12 (P21) のとおりである。 
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別表１ 共同溝の設置箇所 

路線名 共同溝名 
設置場所 

（延長） 
入溝者（占用者） 

四谷角筈線 

(４１４) 
新宿西口共同溝 

西新宿一丁目 

（548.0ｍ） 

東日本電信電話㈱、東京電力㈱、 

東京ガス㈱、水道局、下水道局 

東京所沢線 

(４) 
淀橋共同溝 

西新宿一丁目 

（65.5ｍ） 

東日本電信電話㈱、東京電力㈱、 

東京ガス㈱、水道局 

別表２ キャブ設置箇所 

番号 路  線  名 設 置 場 所 延長 (m) 入溝者（占用者） 

１ 
東京所沢線（４） 

(青梅街道) 
中野区中央五丁目地内 450 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

２ 
外濠環状線（405） 

(外堀通り) 

新宿区市谷田町三丁目 

～市谷船河原町地内 
314 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

別表３ 自治体管路設置箇所 

整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

1 
杉並あきる野線(7) 

（五日市街道） 

自治体管路（3-9T-1･3-9E-1） 

杉並区成田西二丁目地内 
260  

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

2 〃 
自治体管路（3-10T-1･3-10E-1） 

杉並区成田西一、二丁目地内 
350 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

3 〃 
自治体管路（3-10T-1･3-10E-1） 

杉並区成田西二、三丁目地内 
175 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

4 〃 
自治体管路（3-10Ｅ-2･3-11E-1） 

杉並区梅里一丁目地内 

上り 174 

下り 197 
東京電力㈱ 

5 〃 
自治体管路（3-11T-1） 

杉並区梅里一丁目地内 
255 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

6 〃 
自治体管路（3-11Ｅ-3･3-11T-2） 

杉並区成田西三丁目地内 
350 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

7 〃 
自治体管路（3-12T-1･3-12E-1） 

杉並区成田西一丁目地内 
70 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

8 〃 
自治体管路（3-12T-2･3-12E-2） 

杉並区成田西三丁目地内 
140 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

9 〃 
自治体管路（3-12T-3･3-12E-3） 

杉並区高井戸東四丁目地内 
210 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 
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整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

10 
杉並あきる野線(7) 

（五日市街道） 

自治体管路（3-12T-5･3-12E-5） 

杉並区成田西二丁目地内 
210 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

11 〃 
自治体管路（3-12T-6･3-12E-6･3-13E-1G） 

杉並区成田西三丁目地内 
370 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

12 〃 
自治体管路(3-13T-1G･3-13E-2G･3-14E-1G) 

杉並区高井戸東四丁目地内 
165 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

13 〃 
自治体管路（3-14E-3G） 

杉並区成田東三丁目地内 
60 東京電力㈱ 

14 〃 
自治体管路（3-14T-1G･3-15E-1G） 

杉並区成田西三丁目、高井戸東四丁目地内 

東側 80 

西側 100 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

15 〃 
自治体管路（3-15T-1G） 

杉並区成田東三丁目、成田西一丁目地内 

上り 149 

下り 33 
東日本電信電話㈱ 

16 〃 
自治体管路（3-15E-2G） 

杉並区成田西一丁目地内 
33 東京電力㈱ 

17 〃 
自治体管路（3-16E-1G） 

杉並区成田東三丁目地内 
100 東京電力㈱ 

18 〃 
自治体管路（3-17T-1G･3-17E-1G） 

杉並区成田東二丁目、成田西三丁目地内 

上り 95 

下り 170 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

19 〃 
自治体管路（3-18T-1G） 

杉並区高井戸東四丁目地内 
20 

東日本電信電話㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

20 
飯田橋石神井新座線(25) 

（早稲田通り） 

自治体管路（3-10E-3･3-11E-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
216 東京電力㈱ 

21 〃 
自治体管路（3-11T-3･3-10T-2） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
196 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 

22 〃 
自治体管路（3-12E-4） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
115 東京電力㈱ 

23 〃 
自治体管路（3-13T-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
191 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 

24 〃 
自治体管路（3-14E-1･3-14T-1） 

新宿区高田馬場四丁目地内 
310 

東京電力㈱ 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN、ｱﾙﾃﾘｱ㈱ 

25 
東京所沢線(4) 

（青梅街道） 

自治体管路（3-11E-2） 

杉並区清水一丁目、天沼三丁目地内 
上り 91 東京電力㈱ 
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整理 

番号 
路  線  名 件名及び設置箇所（管理番号） 延長 (m) 占 用 者 

26 
東京所沢線(4) 

（青梅街道） 

自治体管路（3-11T-4） 

杉並区清水一丁目、天沼三丁目地内 
45 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

27 〃 
自治体管路（3-12T-4） 

杉並区清水一丁目地内 
171 

東日本電信電話㈱ 

㈱USEN 

28 〃 
自治体管路（3-13E-1） 

杉並区天沼三丁目地内 
239 東京電力㈱ 

29 
千代田練馬田無線(8) 

（環状４号線） 

自治体管路（3-13T-2G･3-14E-2G） 

新宿区西早稲田一、三丁目地内 

上り 93 

下り 90 

東日本電信電話㈱ 

東京電力㈱ 

㈱ｼﾞｪｲｺﾑ 

 

別表４ 電線共同溝整備済箇所 

路  線  名 整  備  済  箇  所 竣 工 年 度 施工延長 (m) 

環状二号線（４０５） 新宿区四谷一丁目～本塩町 平成 10 年度 264.88  

環状八号線（３１１） 杉並区上井草一丁目～井草三丁目 平成 10 年度 1,108.80  

環状八号線（３１１） 杉並区今川一丁目～下井草五丁目 平成 12 年度 453.34  

新宿両国線（３０２） 新宿区余丁町 平成 12 年度 295.2  

東京所沢線（ ４ ） 杉並区上荻一丁目 平成 19 年度 85.0  

環状六号線（３１７） 新宿区西新宿三丁目、西新宿四丁目 平成 23 年度 1,174.25  

環状六号線（３１７） 中野区弥生町一丁目～豊島区目白五丁目 平成 24 年度 6,844.46  

 

別表５ 令和元年度 道路敷地調査実施箇所 

路   線   名 調  査  実  施  箇  所 延 長 (m) 

神楽坂高円寺線(433) 中野区中野二丁目地内～杉並区高円寺南一丁目地内 1,120  

杉並武蔵野線 (113) 杉並区善福寺一丁目地内～同区西荻北四丁目地内 1,110  

落合井草線(440) 新宿区西落合一丁目地内～中野区江古田一丁目地内 520  

計  2,750  
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別表６ 

 令和元年度道路占用許可件数及び占用料徴収額 

種 別 

区 分 
許可件数（件) 占用料徴収額（円） 

企 
 

業 
 

占 
 

用 

東 京 電 力 ㈱ 334 478,275,748 

東 京 ガ ス ㈱ 401 219,738,488 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 201 505,969,963 

東 京 都 水 道 局 275        

東 京 都 下 水 道 局 218        

そ の 他 407 27,253,336 

小    計 ⑴ 1,836 1,231,237,535 

一 

般 

占 

用 

看 板 等 4,150 698,505,152 

官 公 署 等       

現 年 度 分 小 計 4,150 698,505,152 

過 年 度 分 収 入        

小    計 ⑵ 4,150 698,505,152 

計   （小計⑴+小計⑵） 5,986 1,929,742,687 

※ その他は認定電気通信事業者である。 

 

別表７ 

 令和元年度監督事務費徴収額 

種   別 金 額（円） 

東 京 電 力 ㈱ 5,966,312 

東 京 ガ ス ㈱ 53,359,026 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 2,541,281 

東 京 都 水 道 局 21,857,898 

東 京 都 下 水 道 局 5,749,649 

そ の 他 4,392,799 

計 93,866,965 

 

別表８ 

令和元年度 承認工事承認件数、沿道掘削協議件数 

承 認 工 事(件)            236 

沿 道 掘 削(件)             76 

 



別表９

監 平

察 監 指 指

パ 常 　　　　　監察内容 察 摘 摘

ト 箇 箇 件 掘 路 保 復 そ 現 呼 始 警 措

ロ 時 所 所 数 面 安 場 出 置

｜ 数 数 履 施 指 指 命

ル 　　区　　　分 削 工 設 旧 他 導 導 書 書 令

※G ※A B C D E F H I J K L

ｂ 口 頭 e 件 数

の 車

察 限

19台

0台

撤    去

　　　　　　

　　　　　管内路線を定期的に巡回し、路上に放棄された廃棄物を監察係立会いで処理委託業者に撤去させた。

の

放置自転車

放 置 バイク

放置自動車

157台

末 告

そ の 他 特 記 事 項

放置自転車

放 置 バイク

放置自動車

170台

10台

0台

警 告 書 貼 付

22 59 4 0 0 164 77 6 0 49 0

0 0
の

他 計 45

10 0 0 10 0 0

0

そ

そ の 他 2 10 10 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
付 属 物 8 0 0 8

区 市 町 村

0道 路 の 損 傷
道 路 12 0 0 12

等 の 監 察

0 8 13 2 0 011 15 21 3 0 10

区分 パ ト ロ ー ル そ の 他 緊 急 処 理 そ の 他

東 京 ガ ス

2 0 0 1

内容 発 見 件 数 処 理 状 況

0 0 4 0 2 3
0

東 京 電 力 4 6 6

0

監 制

そ の 他 違 反 0 0 0 0 0 0

0 0
車 幅 違 反 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0東 京 メ ト ロ 1 1 1 0 0

察

沿 道 区 域 の 監 察 0 0 0 0

3 7 0 0 0 07 9 1 0 5 0
0 0 除却 1,700

下 水 道 局 8

0 0 0

除却 0
監 占 用 物 件

禁 止 行 為 3,234 726 808 2,070

0 0そ の 他 の 不 法
0 0 0 0 0 0

8 0 8 15 0 0水 道 局 13 15 18 2 0

0 0 除却 2
の 該 当 物 件

0 0等 該 当 物 件

令 ７ ． １
106 100 4 102

0 0 0 0 0 0NTT 東 日 本 0 0 0 0 0
0 101 0 0 除却 0

用 該 当 物 件

法 ３ ２ ． １ ． ６
101 101

0 0 0 0 除却 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0
占 該 当 物 件

承 認 工 事 0法 ３ ２ ． １ ． ４
0 0

0 0 0 0 0 0

0 0法 ｃ 文 書 是正件数 d措置命令 是正件数 措置内容

法 ３ ２ ． １ ． １

11 0 1 10 0 0管 理 者 工 事 6 10 12 0 0

0　　回

不

違 反 事 項 取締件数
b＋c＋d＋e

指 導 状 況

行 政 指 導 監 督 処 分 そ の 他 の 措 置

況
異 常 時 0　　回 0

時
間

0　　回

100　　回

0　　回

8,045

0

㎞ 101　　回

状
夜 間 8　　回 48

時
間

0　　回473 ㎞

指 摘 内 容 措 置 状 況
区分 警 察 署 そ の 他

施
日 常 567　　回 1,349

時
間

㎞

監　察　年　報　（令和元年度）

内容

回 数 時 間 延 長
合 同 パ ト ロ ー ル （ 内 書 ）

道 路 上 工 事 の 監 察

実
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別表 10-1      令和元年度道路上工事施行者別調整実績（道路工事調整会議 提案分） 

施 行 者 

主 要 路 線 主要外路線 計 

件 数 延長(ｍ) 件 数 延長(ｍ) 件 数 延長(ｍ) 

道 路 管 理 者 Ｒ 104 31,360 45 14,747 149 46,107 

東 京 都 水 道 局 Ｗ 63 11,792 37 7,277 100 19,069 

東 京 都 下 水 道 局 Ｄ 96 3,727 59 863 155 4,590 

東日本電信電話㈱Ｔ 62 4,050 23 1,162 85 5,212 

東 京 電 力 ㈱ Ｅ 58 11,702 21 2,740 79 14,442 

東 京 ガ ス ㈱ Ｇ 150 26,049 49 5,634 199 31,683 

そ の 他 34 2,379 3 1,200 37 3,579 

合 計 567 91,059 237 33,623 804 124,682 

 

 

別表 10-2      令和元年度道路上工事施行者別調整実績（道路工事調整会議 除外分） 

施 行 者 
東京都 
水道局 
Ｗ 

東京都 
下水道局 

Ｄ 

東 日 本 
電信電話 
(株) Ｔ 

東京電力 
(株) Ｅ 

東京ガス 
(株) Ｇ 

そ の 他 計 

調整件数     204 183  115  360  292  100  1,254  

 

             

別表 11 令和元年度 河川占用許可件数 

河 川 名 新  規 更新・継続 計 

神 田 川 1  29 30 

妙 正 寺 川 0 9 9 

善 福 寺 川 0  12  12 

江 古 田 川 0 0 0 

計  1  50 51 

 

 

別表 12 行政財産使用許可調査（遊び場） 

路 線 名 所   在   地 面積（㎡） 使用開始年月日 相 手 方 

神 田 川 新宿区高田馬場３－897－１ 272.64 昭和51年12月17日 新 宿 区 

 



平成３１年４月１日現在

別表13　　第三建設事務所管理道路
 

起　　　点 終　　　点 延長（ｍ）面積（㎡）

4 東 京 所 沢 線 新 宿 区 所 沢 市 新 宿 区 新 宿 三 丁 目 杉並区善福寺三丁目 11,317 323,026 青 梅 街 道
　（5都道新宿青梅線（重用））
　放6　　　　　　放24

7 杉 並 あ き る 野 線 杉 並 区
あ き る 野

市
杉 並 区 梅 里 一 丁 目 杉 並 区 松 庵 二 丁 目 8,307 119,523

井 ノ 頭 通 り
五 日 市 街 道

　放23　　　　　補130

8 千代田練馬田無線 千 代 田区 西 東 京 市 千代田区飯田橋四丁目 中 野 区 江 原 二 丁 目 7,719 198,640
目 白 通 り
新 目 白 通 り

　放7　　　　　　補76

14 新 宿 国 立 線 渋 谷 区 国 立 市 中野区弥生町一丁目
　　　　久我山三丁目
杉 並 区
　　　　上高井戸二丁目

11,374 245,900
方 南 通 り
井 ノ 頭 通 り
人 見 街 道

　放23　　　　　補62

25 飯田橋石神井新座線 新 宿 区 新 座 市 新 宿 区 下 宮 比 町 杉 並 区 井 草 三 丁 目 14,830 254,953
大 久 保 通 り
早 稲 田 通 り
旧早稲田通り

　放25　　　補74　　　補169

53,547 1,142,042

302 新 宿 両 国 線 新 宿 区 中 央 区 新 宿 区 新 宿 三 丁 目 新 宿 区 市 谷 八 幡 町 5,437 166,552 靖 国 通 り 　放6　　　　　　放24

305 芝 新 宿 王 子 線 港 区 豊 島 区 新 宿 区 新 宿 四 丁 目 新宿区高田馬場二丁目 3,070 85,791 明 治 通 り 　環5ノ1

311 環 状 八 号 線 大 田 区 北 区 杉並区上高井戸一丁目 杉 並 区 井 草 三 丁 目 5,504 157,121 環 八 通 り 　環8

317 環 状 六 号 線 品 川 区 板 橋 区 新宿区西新宿三丁目 新宿区中落合二丁目 4,103 95,476 山 手 通 り 　環6

318 環 状 七 号 線 大 田 区 江 戸 川 区 杉 並 区 和 泉 一 丁 目 中 野 区 丸 山 一 丁 目 6,070 192,134 環 七 通 り 　環７

319 環 状 三 号 線 港 区 江 東 区 港 区 北 青 山 一 丁 目 新宿区早稲田鶴巻町 3,473 79,973 外 苑 東 通 り 　環３

27,657 777,047

113 杉 並 武 蔵 野 線 杉 並 区 武 蔵 野 市 杉並区善福寺一丁目 杉 並 区 上 荻 四 丁 目 1,120 11,595 （女子大通り） 　補228

245 杉 並 田 無 線 杉 並 区 西 東 京 市 杉 並 区 井 草 三 丁 目 杉 並 区 井 草 四 丁 目 478 7,237 新 青 梅 街 道 　補76

1,598 18,832

都市計画街路名
管　　　　　　　　　　　　内

種　別

計

整理

番号
路　線　名 起　点 終　点 通称道路名

計

計

主
要
地
方
道
（

道
路
法
第
五
十
六
条
指
定
）
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般
都
道
（

道
路
法
第
七
条
認
定
路
線
）

特
例
都
道
（

道
路
法
第
八
十
九
条
認
定
路
線
）

一
般
都
道
（

道
路
法

第
七
条
認
定
路
線
）



起　　　点 終　　　点 延長（ｍ） 面積（㎡）

405 外 濠 環 状 線 港 区 新 橋 一 丁 目 港 区 新 橋 二 丁 目 新 宿 区 四 谷 一 丁 目 新 宿 区 下 宮 比 町 2,649 82,682 外 堀 通 り 　環２

413 赤 坂 杉 並 線 港 区 赤 坂 二 丁 目 杉並区高井戸東三丁目 杉 並 区 和 泉 二 丁 目 杉並区高井戸東三丁目 2,875 50,440 井 ノ 頭 通 り 　放23　　　　

414 四 谷 角 筈 線 新 宿 区 四 谷 一 丁 目 新宿区西新宿一丁目 新 宿 区 四 谷 一 丁 目 新宿区西新宿一丁目 1,674 79,434 　補56

418 北 品 川 四 谷 線 品川区北品川三丁目 新 宿 区 新 宿 一 丁 目 渋谷区千駄ヶ谷一丁目 新 宿 区 新 宿 一 丁 目 1,143 29,264 外 苑 西 通 り 　環４

420 鮫 洲 大 山 線 品川区東品川四丁目 板 橋 区 氷 川 町 中 野 区 南 台 四 丁 目 新宿区西落合四丁目 5,619 102,516 中 野 通 り 　補220

427 瀬 田 貫 井 線 世田谷区玉川台一丁目 練 馬 区 貫 井 二 丁 目 杉 並 区 永 福 一 丁 目 中野区上鷺宮一丁目 6,650 68,874
中 杉 通 り
阿佐谷南三丁目
～貫 井二 丁目

　補128　　　　　補133

428 高円寺砧浄水場線 杉 並 区 梅 里 一 丁 目 世田谷区喜多見五丁目 杉 並 区 梅 里 一 丁 目 杉並区下高井戸一丁目 3,682 23,369

430 新 宿 停 車 場 前 線 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 新宿区西新宿一丁目 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 新宿区西新宿一丁目 338 12,477 新 宿 通 り 　補66

431 角 筈 和 泉 町 線 新宿区西新宿三丁目 杉 並 区 和 泉 二 丁 目 新宿区西新宿三丁目 杉 並 区 和 泉 二 丁 目 1,268 11,041 　補61

432 淀 橋 渋 谷 本 町 線 新宿区西新宿四丁目 渋 谷 区 本 町 三 丁 目 新宿区西新宿四丁目 新宿区西新宿四丁目 380 5,867 　補62

433 神 楽 坂 高 円 寺 線 新宿区神楽坂五丁目 杉並区高円寺南一丁目 新宿区神楽坂五丁目 杉並区高円寺南一丁目 7,740 115,325 大 久 保 通 り 　放25　　　　　補71　　　

434 牛 込 小 石 川 線 新 宿 区 新 小 川 町 文 京 区 後 楽 一 丁 目 新 宿 区 新 小 川 町 文 京 区 後 楽 二 丁 目 28 554 　放７　　　　

438 向 井 町 新 町 線 杉並区本天沼二丁目 杉 並 区 今 川 四 丁 目 杉並区本天沼二丁目 杉 並 区 今 川 四 丁 目 2,759 32,671 早 稲 田 通 り 　補74

439 椎名町上石神井線 豊島区南長崎六丁目 練馬区上石神井一丁目 中野区上鷺宮三丁目 中野区上鷺宮五丁目 721 10,518 千 川 通 り 　補229
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起　　　点 終　　　点 延長（ｍ）面積（㎡）

440 落 合 井 草 線 新宿区西落合一丁目 杉 並 区 井 草 三 丁 目 新宿区西落合一丁目 杉 並 区 井 草 三 丁 目 6,059 94,705 新 青 梅 街 道 　補76

新 宿 副 都 心 二 号 線 新宿区西新宿三丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿三丁目 新宿区西新宿二丁目 493 16,239 （ 南 通 り ）

新 宿 副 都 心 三 号 線 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 660 22,297 （ふれあい通り）

新 宿 副 都 心 四 号 線 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 954 39,656 （ 中 央 通 り ）

新 宿 副 都 心 五 号 線 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 815 27,696 （ 北 通 り ）

新 宿 副 都 心 八 号 線 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿一丁目 497 12,732

新 宿 副 都 心 九 号 線 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿一丁目 515 15,945 （ 東 通 り ）

新 宿 副 都 心 十 号 線 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 504 15,169 （ 議 事 堂 通 り ）

新 宿 副 都 心 十 一 号 線 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿二丁目 504 15,296 （ 都 庁 通 り ）

新 宿 副 都 心 十 二 号 線 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿六丁目 新宿区西新宿二丁目 新宿区西新宿六丁目 979 40,101 （ 公 園 通 り ）

新 宿 副 都 心 十 三 号 線 新宿区西新宿三丁目 新宿区西新宿六丁目 新宿区西新宿三丁目 新宿区西新宿六丁目 1,348 34,762 （ 十 二 社 通 り ）

計 50,854 959,630

133,656 2,897,551計

通称道路名 都市計画街路名
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２．維 持 補 修 

（１） 道路橋梁の現状 

 当所で維持補修する路線は、主要地方道 11 路線、一般都道２路線、特例都道が新宿副都心の 10 路線を

含めて 25 路線で合計 38 路線、延長にして約 134 ㎞である。 

 この路線上には一般橋 60 橋、横断歩道橋 80 橋（人道橋９橋を含む）が架けられている。また、道路附

属物として管理するものは、街灯及び橋梁灯 (約 18,000 灯)、街路樹 (約 14,800 本)、交通安全施設の防

護柵や標識等がある。その他、維持・保守する道路施設として、新宿副都心地区の歩行者専用地下道や環

状八号線の井荻トンネル等がある。 

 道路橋梁等の維持補修は、施設の老朽化とともに増大する自動車交通量とその大型化等により道路構造

に与える影響が大きい今日において、その重要性が益々高まっている。このことから当所では、道路の構

造や機能を常時良好な状態に保ち安全な通行空間確保のため、計画的に維持補修を行い、一般交通に支障

を及ぼさないように日々努めている。 

 

ア．管内管理道路区別一覧表 

平成３１年４月１日現在  

区 別 
道                   路 

延 長(ｍ) 面 積(㎡) 舗  装  種  別 

新 宿 区   50,793 1,350,581 アスファルトコンクリート舗装、その他 

中 野 区 26,181 491,089 〃 

杉 並 区 56,682 1,055,881 〃 

計 133,656 2,897,551  

 

イ．管内管理橋梁数 

令和２年４月１日現在  

区 別 道路側 河川架橋 立体交差橋 跨線橋 歩道橋 計 

新 宿 区 

主要 地方道 5 2 2  11 20 

特 例 都 道 3 3 0 (4) 8 14 

一 般 都 道 0 0 0  2 2 

計 8 5 2 (4) 21 36 

中 野 区 

主要 地方道 3 4 1 (2) 11 19 

特 例 都 道 6 0 0  8 14 

一 般 都 道 0 0 0  0 0 

計 9 4 1 (2) 19 33 

杉 並 区 

主要 地方道 8 11 2 (1) 34 55 

 特 例 都 道 8 1 0 (2) 6 15 

一 般 都 道 1 0 0  0 1 

計 17 12 2 (3) 40 71 

計 34 21 5 (9) 80 

 
140 

 (  ) は内書き、人道橋
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ウ．管内管理街路灯本数 

令和２年４月１日現在  

種類 

区 
蛍 光 灯 

セ ラ ミ ッ ク メ タ ル 

ハ ラ イ ド 灯 
ﾅ ﾄ ﾘ ｳ ﾑ 灯 ＬＥＤ灯 計 

新 宿 区 4,697 1,965 4,474 175 

 

11,311 

 中 野 区 45 1,144 168 28 

 
1,385 

杉 並 区 687 2,290 1,568 716 5,261 

計 5,429 5,399 6,210 919 17,957 

エ．管内管理内照式標識及び障害物表示灯基数 

令和２年４月１日現在 

種類 

区 
内照式標識 障害物表示灯 計 

新 宿 区 3 199 202 

中 野 区 4 45 49 

杉 並 区 49 104 153 

計 56 348 404 

オ．管内管理街路樹本数（高木） 

令和２年４月１日現在 

区別 

樹種 
新 宿 区 中 野 区 杉 並 区 計 

ト ウ カ エ デ 995 648  1,690 3,333 

プラタナス類 1,187 573 309 2,069 

イ チ ョ ウ 561 493 1,368 2,422 

フ ウ 類 51 601 459 1,111 

ケ ヤ キ 639 214 306 1,159 

エ ン ジ ュ 類 60 12 274 346 

そ の 他 1,810 

 
1,242 1,322 4,374 

計 5,303 

 
3,783 5,728 14,814 

 ※緑地内高木除く 

 

（２） 道路の維持 

ア．都道全般 

 都道の維持管理は、中野、新宿、杉並の３工区に巡回班を配置（中野工区は平成 20 年４月、杉並区は

平成 25 年４月から外部委託）し、管内のパトロールにより発見した危険箇所や、地元住民等からの通報

及び陳情のあった損傷箇所等の緊急措置や、維持修繕の緊急依頼を行っている。維持修繕工事は単価契

約業者による請負工事で行っている。 

 道路維持の主な作業としては、車道・歩道について、安全な状態を維持するため穴埋め、段差解消、

部分打替等を行う他、道路照明、防護柵、よう壁、排水施設等の道路施設について、その性能が維持で

きるよう器具の交換、撤去・設置、補修を行っている。 
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 また、管内都道の路面清掃についても、環境局から移管された平成 16 年以降委託業務にて行っている。 

イ．駅前広場 

 当所で管理している JR 駅前広場は、新宿駅東口・西口の２箇所である。それぞれの広場については、

JR、私鉄及びバス等の一般乗降客の利用に支障がないように常時維持管理をし、広場の安全確保に努め

ている。 

ウ．橋梁の維持 

 橋梁の維持管理は、交通の安全を良好な状態に保ち、地震に強い道路橋梁の整備及び遮音壁設置によ

る沿道環境の整備など、既設橋梁の構造を保全し交通の安全を保持する管理的事業で、主として塗装塗

替、橋面舗装、上下構造の腐朽破壊の修理等を行っている。令和２年度は、一般橋については、上下部

補修１橋、歩道橋については、塗装塗替え３橋、橋面舗装２橋、修理６橋の施工を予定している。 

一般橋、長大橋を中心に予防保全型の管理として橋梁の長寿命化の対策を進めており、令和２年度は、

高円寺陸橋（東京都道路整備保全公社委託）の施工を予定している。 

エ．街路樹の維持 

 街路樹の適切な維持管理は、都市環境の保全に寄与するとともに、良好な都市景観を形成し、安全で

快適な街並みを創造することを目的としている。 

そのため、年間を通じて、高木剪定・中低木刈込み・除草清掃・病害虫の防除・枯損木の植替・低木

の補植等、樹木の育成に応じた維持管理を実施している。 

また、倒木や根上りなどを未然に防止するため、幹周り 60 ㎝以上の街路樹の診断や植替えを順次進め

て、街路樹の安全管理を図っている。 

東京 2020 大会に向け、主要競技会場までのアクセスルートとなる路線等について、夏の強い日差しを

遮る木陰を確保するため、樹冠を大きく仕立てる計画的な剪定を予定している。 

（３） 道路の補修 

ア．路面補修 

 路面補修は、道路を常に良好な状態に保全するために行う計画的な事業であり、供用性の低下した舗

装の修繕と交通量の増大等に対応するため、舗装改良を行うものである。今年度の計画は約 9.0 万㎡ (22

箇所) の路面補修工事を予定している。 

 現在、バリアフリー化を推進するため、現道内において路面補修工事に併せて、歩道横断勾配の改善

や歩道巻き込み部、横断歩道部の段差改善など、沿道条件に合わせた工夫により実施している。 

 また、沿道環境の改善を図るため、騒音の環境基準超過区間の路線については、路面補修工事に併せ

て、低騒音舗装を実施しており、今年度は、15 箇所 7.3 ㎞について低騒音舗装の施工を予定している。

特に環七通り・環八通りにおいては騒音の優先的対策道路区間に指定されていることから二層式による

低騒音舗装の施工を実施している。 

 なお、ヒートアイランド現象の緩和に向けた道路舗装の一施策として保水性舗装及び遮熱性舗装を実施

している。今年度は、保水性舗装を新宿副都心二号線にて１箇所、遮熱性舗装を新目白通りなど６箇所で

予定している。 
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イ．流域貯留浸透施設 

 総合的治水対策の一環として、道路及び施設に降った雨水の流出抑制を図るため、神田川流域の道路

内及び施設の敷地に透水性舗装を施工している。今年度は管内に透水性舗装を約1.2万㎡ (８箇所) の

施工を予定している。 

ウ．無電柱化 

 無電柱化は、都市防災機能の強化、良好な都市景観の創出、安全で快適な歩行空間の確保を目的とし

ている。今年度は、環七通りなど５箇所を予定している。 

 また、新青梅街道など９箇所で予備設計・詳細設計等を予定している。 

 

（４）道路施設の維持 

新宿副都心 

  新宿副都心の施設は、１日平均353万人(2017年、世界一）が乗降する超過密な新宿駅のスムーズな通行の促進

のため、その役割を担っている。 

 施設の管理は、（公財）東京都道路整備保全公社に委託し、24時間態勢で安全性、快適性の確保をめざし、そし

て非常事態の発生に対しても早急な対応が出来る態勢を整え、事態の悪化、拡大の防止に努めている。 

主な施設は、新宿駅西口広場や新宿副都心４号街路地下道、歩行者専用地下道１号線（ワンデーストリート、シ

ーズンロード）、歩行者専用地下道２号線（タイムズ・アベニュー）、新宿西口歩行者デッキ、新宿西口共同溝、淀

橋共同溝である。              

新宿駅西口施設 案内図 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歩行者専用地下道１号線 

新宿副都心４号街路地下道 

新宿駅西口広場 

新宿西口歩行者ﾃﾞｯｷ 

中央監視室 

歩行者専用地下道２号線 
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新宿西口地区総合監視 

  新宿副都心の広域、多種の施設を集中的、 

効率的に維持管理をおこなうため、中央監視 

室（専地下２号線）にて、総合監視を行って 

いる。従前は、西口広場及び４号街路・専用 

地下道１号・専用地下道２号と三箇所に分散 

配置されていたが、平成12年度より、５ヶ年 

計画で監視室の集約化を図る監視制御設備の 

改修が行われた。 

平成12年度に専用地下道２号線のＣＲＴ 

監視装置に専地下１号線及び西口広場の運転 

監視情報を取り込むための能力アップを実施。 

平成13年度は、専用地下道１号線及び西口広場間の運転監視情報を、光ケーブルによって専用地下道２号線に伝

送する工事がおこなわれ、中央監視室から全体施設の運転監視が可能となった。 

また、淀橋共同溝に設置されている排水ポンプ警報についても中央監視設備に取り込みを行い、管理の効率化を計

るとともに、専用通信回線の削減を図り経費の節減を実施している。 

  

新宿駅西口広場・４号街路 

   

新宿駅西口広場は、淀橋浄水場跡を副都心建設公社が建設、整備し、昭和41年 10月に供用開始をした。地上階が

バスターミナル、地下１階が西口広場、地下２階が駐車場の３階建ての構造物で、全体面積は15,560㎡(車道4,304

㎡・歩道11,256㎡)である。 

その後、西口広場整備計画の策定及び旧インフォメーションセンター付近で平成10 年２月の出火で消失した広場

の復旧工事、耐震補強工事を経て、現在の姿に生まれ変わった。また、平成 23 年度には、地下ロータリーの噴水跡

地を緑地にリニューアルした。 
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４号街路は延長303 mのボックスカルバートで車道と歩行者を分離し通路が設られている。 

平成２年には、都庁の移転と景観整備事業により歩道拡幅及び床、天井等の改修を行い、平成８年７月には動

く歩道の設置を行った。 

 ４号街路については、施設の老朽化により、改修工事が必要となったため、平成24年度から大規模改修を実

施し、平成29年５月に完了した。引き続き、新宿駅西口広場について、漏水対策工事及びサインの改修工事を

実施している。 

 

４号線動く歩道の仕様 

   規模：ゴムベルト式50ｍ×8基（南北各４基） 

乗客輸送能力：9,000人／時 

運転速度：30m／分 

 運転時間 

  南 側： 8:00～19:00（新宿駅から都庁方向） 

  北 側： 8:00～10:00（新宿駅から都庁方向） 

       10:00～19:00（都庁方向から新宿駅） 

 

    運用管理 

   ア 運用時間 

     ・西口広場は、原則24時間開放 

      ※一部エリアは、シャッターによる閉鎖管理（23:00～5:00） 

・４号街路は、シャッターによる閉鎖管理（1:30～4:00） 

   イ 運転監視 

     ・受変電設備            ・非常時の放送設備 

・西口広場・４号街路内の換気    ・ITV監視設備（カメラ43台） 

・空調設備             ・自動火災報知等の防災設備 

・照明設備             ・発電機設備 

改修前 改修後 
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・新宿西口共同溝、淀橋共同溝、新宿駅西口歩行者デッキの点検・維持管理 

     

 新宿歩行者専用地下道１号線（ワンデーストリート・シーズンロード） 

  新宿歩行者専用地下道１号線は、都庁第二庁舎より都営新宿駅を結ぶワンデーストリート、京王プラザホテル敷

地を通り特例都道新宿副都心４号線（４号街路）を結ぶシーズンロードの２本の歩行者専用地下道で構成されてお

り、都庁舎の移転に併せて平成３年３月に供用開始をした。 

延長 734 m ワンデーストリート430 ｍ  シーズンロード304 ｍ 

面積 5,185㎡ 

 ワンデーストリートは、京王側から都庁舎

に向かって都市の日の出から日の入りまでの

一日の時間変化を一方の壁面に表現している。

反対側の壁面は空間の広がりを与えるため反

射ガラスとしており、天井は青空のイメージ

と曲線は雲をモチーフに、床は雲の光と影を

表現したものとなっている。都庁舎側には、

生活文化局による新宿プロムナードギャラリ

ーが設置され、作品が展示されている。 

（維持管理は生活文化局） 

 シーズンロードは一年間の四季の変化を壁

面及び間接照明で表現しており、壁面は「け

やき」の葉の四季の変化を表現し、「小鳥」が

歩く方向を案内している。なお、通称名は、

三建職員の提案により決定された。 

 

  運用管理 

  ア 運用時間  6:00～23:00 

夜間運用終了後は各出入口及びビル接続

口のシャッター等により閉鎖管理 

  イ 運転監視 

（中央監視室からの集中監視） 

    ・受変電設備、         ・自動火災報知等の防災設備等 

・地下道内の換気        ・地下道内の状態監視（ITV監視設備） 

・空調設備           ・非常時の放送設備 

・照明設備           ・エスカレータ設備（７箇所） 

なお、専用地下道１号線の監視室は巡視員のみが配置されているため、設備故障及び非常時の対応は、専用地下
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道２号線より技術職が現場に駆けつけ対応処理している。 

平成29年度から令和元年度まで、電気・機械設備の大規模改修を実施した。 

 

新宿歩行者専用地下道２号線（タイムズ アベニュー） 

  新宿歩行者専用地下道２号線（通称 タイムズアベニュー）は、特例都道新宿副都心４号（４号街路）と特例都 

道新宿副都心11号線（11号街路）の交差部から、青梅街道（営団地下鉄丸の内線 西新宿駅）間を結ぶ歩行者専 

用地下道で、平成９年12月に供用を開始した。 

また、平成23年５月に、西新宿から新宿警察まで延伸

し、平成25年４月にE8出入口が完成した。 

延長780 m（都道部564m、区道部216m） 

面積8,524㎡  都道部6,680㎡ 

区道部1,844㎡ 

専用地下道２号線は、長いスパンでの『時』をテー

マとしており、過去→現在→未来へと続く「時の流れ」

を連続的に表現している。メトロ丸の内線西新宿駅か

ら新宿アイランド付近の180mは地層（大昔から積み重

ねられて来た時間）をデザインした壁と時の流れを表

現した波形の天井で「過去」を表現している。 

東京ヒルトンホテル（監視室付近）付近の 40m は、   

壁をガラス張りにして「現在」を写す鏡を表現。第一

生命ビル付近から都営大江戸線都庁前駅までの約 130m

の区間は、壁、天井、地下道内に石、ガラス、大理石

を置き、明るく透明感のある「未来」を表現している。 

 

   運用管理 

   運用時間 6:00～23:00 

夜間運用終了後は各出入口及びビル接続口のシャッター等により閉鎖管理 

   運転監視業務（中央監視室からの集中監視）  

    ・自動火災報知等の防災設備     ・エスカレータ設備（12箇所） 

・受変電設備            ・エレベーター設備（1箇所） 

・空調・換気設備          ・非常時の放送設備 

・照明設備             ・地下道内の状態監視（ITV監視設備） 

なお、区道部分の維持管理は新宿区で行っている。 
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井荻トンネル・練馬トンネル 

  ・井荻トンネル 

   井荻トンネルは、主要地方道（環状八号線）の慢

性的な渋滞を緩和するため、早稲田通り、西武新宿

線、新青梅街道及び千川通りを一気に通過する延長

1,263mのトンネル、トンネル上部の利用者用に西武

新宿線を跨ぐ跨線橋(L=165m)及び歩行者の南北連絡

のための横断地下道の３階構成で構築されている。 

   また、横断地下道に設置されたエスカレーターは、

エレベーターへ更新を行い、平成28年７月に供用を

開始している。 

   エレベーター施設の運用管理及び維持管理は、杉並区が行っている。 

 

交通量も一日50,000台を超え、このうち大型車の混入率が２割を超える非常に特殊な都内でも最大級(AA級)

のトンネルである。平成14年11月に、１億台を超えた。 

このように交通量が非常に多いため、事故時の連絡体制等警視庁・所轄警察署・消防署と連携をとり、迅速

な対応がとれる体制をとっている。また、ITV映像も警視庁・所轄警察署に配信している。 

トンネル内通行車両に対して、ラジオにより非常放送を伝達出来る用に設備されている。 

工事期間約９年、総工費約650億円をかけて建設され平成９年４月に供用開始をした。 

   令和２年度から、機械設備、電気設備の設備更新を行う。 

 

  ・練馬トンネル 

練馬トンネルは笹目通り（補助第 134 号線）や目

白通り（放射第７号線）等か接続することで、主要

地方道（環状八号線）の慢性的な渋滞緩和するため、

南田中地区、西武池袋線、富士見台地区、貫井地区

（環状八号線、延長 1.8ｋｍ）に整備され、井荻ト

ンネルと接続され平成 18 年５月 28 日に交通開放さ

れた。井荻トンネル同様、住宅近隣地域で、練馬ト

ンネルは排ガスと災害時の排煙対策として、天井を

半分開けた形の半地下トンネルである。騒音等の環

境対策も充分実施の必要があるため、練馬トンネルには照明、監視、標識、防災設備等の様々な施設を擁して

いる。また、井荻トンネルと練馬トンネルは井荻南換気所で、一体監視しているが長大トンネルとなったため、

補助管理所として、南田中三丁目に練馬管理所を設け、連携をとって現場対応を行っている。また、練馬管理

所は緊急車両の出入口にもなっている。 
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・ 内回り系 

練馬トンネル 1,143.3ｍ  

井荻トンネル 1,467.9ｍ(旧井荻トンネル1,263ｍ＋延長分204.9ｍ) 

・ 外回り系 

井荻トンネル 1,263ｍ 

練馬トンネル 1,814.3ｍ 

計 3,077.3ｍ 

  交通量も年間で、練馬トンネルは 29,700 台を想定しており、井荻トンネルと接続して全長約 3.1ｋｍの都市部

のトンネルとしては、きわめて長大（ＡＡ級）なものとなった。 

  また、交通量が非常に多いため、ラジオによる非常放送設備の共用やITV映像の配信を、警察庁・警視庁・所轄

警察署・消防署等と連携して行い、事故時の迅速な対応が可能な体制を構築している。 

 (2) 運用管理 

  ア 運用時間 24時間  

  イ 運転監視 受変電設備 

換気設備 

照明設備 

非常電話等の防災設備 

発電機設備 

非常時の放送設備 

ITV監視設備（井荻28台、練馬48台） 

ウ 維持管理体制 

    日常の点検及び運転・維持管理は（公財）東京都道路整備保全公社に委託し、24時間体制で管理を実施し

ている。また、トンネル内の交通事故や故障車、落下物の処理などの現場作業も練馬トンネル補助監視所と連
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携を図り実施している。 

エ 主要設備 

・受変電設備 

（井荻トンネル） 

受電電圧 6.6kV ２回線（本線：今川・予備：上荻） 

契約電力703kW（変電所は別の場所より受電） 

季節別時間帯別電力２型 

（練馬トンネル）  

受電電圧 6.6kV ２回線（本線：南田中・予備：谷原） 

契約電力122kW（変電所は別の場所より受電）  

季節別時間帯別電力２型 

  ・機械設備     

（井荻トンネル） 

（ァ）換気設備（排風機 Φ2,500×４系統×８台、 

（185kw 120㎥/s. 100mmAq ×８台） 

ジェットファンΦ630×内回り７台, 

外回り２台計９台) 30m/s  11kw×９台 

換気方式 

大排煙口付集中排気式縦流換気方式（排気塔 35ｍ）を通してトンネル内の汚染空気を集中的に排出す

ることにより、坑口から流入する新鮮空気がトンネルの軸方向（縦方向）に流れる方式） 

 （ィ）除塵装置 

降下煤塵を物理的に取り除く装置で、フィルター2,112枚（528枚・４箇所）使用 

   （ゥ）計測装置 

ＶＩ計（煙霧透過率測定装置）４組（内回り、外回り各２組） 

＊設計煤煙透過率40％ 

・煤煙濃度を測定するもので、環境基準等でいう重量濃度（ｍｇ／㎥）を測定するのでなく、100

ｍ区間における光の透過率を表す光学的な濃度単位。投光部と受光部を光ファイバーで結び、フ

ァイバーを通した光量を基準として計測。 

参  考  

・煤煙透過率と不快適正（トンネル技術基準より） 

透過率 100～60：きれいな状態 

60～50：煙が見えるようになる 

50～40：煙がきになる 

40～30：非常に不快な状態 

30以下：許容できない状態 
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CO計（一酸化炭素測定装置）２台（内回り、外回り各１台） 

＊設計濃度50ｐｐｍ 

W計（風向風速測定装置）６台（内回り、外回り各３台） 

換気制御は交通量及び計測装置(VI計・CO計)によるフィードバック制御並びプログラム制御で自

動制御できるが、平成12年度から自動制御運転をとりやめ、省エネ対策としてより効率的な手動

による運転に切り替えている。 

 

非常用発電設備（ディーゼル発電機 1,250kVA） １台（井荻トンネル） 

停電時は照明設備・消火栓ポンプ・排風機に電源供給する。満タン（2,700ℓ100％負

荷）で連続約24時間送電可能。起動指令後約30秒で電圧確立し、送電可能（常時ア

イドリング状態） 

（ディーゼル発電機 350kVA）    １台（練馬トンネル） 

停電時は照明設備・消火栓ポンプに電源供給する。満タン（980ℓ100%負荷）12時間対

応可能。 

消火設備 

機器設備名 井荻トンネル 練馬トンネル 

消 火 ポ ン プ 185Kw      １台 37Kw      １台 

呼 び 水 ポ ン プ  2.2Kw     １台 0.4Kw          ２台 

主   水   槽 270㎥ 60 ㎥ 

呼   水   槽 圧力タンク 自動給水装置 

火 災 感 知 機 25ｍ間隔  

手 動 通 報 機 50ｍ間隔 50ｍ間隔 

非  常  電  話 100ｍ間隔 100ｍ間隔 

泡  消  火  器 50ｍ間隔 50ｍ間隔 

消   火   器 50ｍ間隔 50ｍ間隔 

水   噴   霧 25ｍ間隔  

 

野方排水場 

環状七号線と西武新宿線が交差するアンダーパスの路面排水

機能を確保するため昭和39年５月に設置された。当初、第一特

定街路事務所（一特）から第三建設事務所へ引き継がれている。

その後、昭和57年３月にポンプの増設を行い計３台による排水

設備となった。平成16年の浸水対策工事により、非常用発電機

を地上階に移設した。 

また、平成23年３月には、アンダーパス部の冠水対策により
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冠水警報板を設置した。 

  集水面積：0.483 ha  流入量： 7.6㎥/min 

排水先：妙正寺川 

受変電設備：高圧屋外キュービクル  110KVA 6,600V 

排水設備： 雑排水水中ポンプ φ250mm 22KW ３台 屋内自立型制御盤 １面 

発電機設備：屋外パッケージ型発電設備 115KVA 200V 発動機（ディーゼル170ps） 

その他設備：警報装置、水位計、換気・照明設備 冠水警報板２面 

 

荻窪排水場 

 環状八号線とJR荻窪駅の西側線路交差部に位置する、環状八号

線のアンダーパス用排水設備であり昭和42年３月に第二特定街路

事務所により設置され、その後第三建設事務所に引き継がれた。 

 JRの線路部分と道路アンダーパス部の排水を行っているが、集

水面積が当時、周辺地域を含む9.41haという広大な面積を対象と

していたこともあり、現在でも重要な施設の役割を担っている。 

排水経路は、公共下水道から善福寺川へと至る。平成17年に局

地的豪雨のため地下設備の冠水が発生し、平成20年浸水対策工事

により、非常用発電機や受変電設備が地上階に移設した。 

また、平成22年３月には、アンダーパス部の冠水対策により冠

水警報板を設置した。 

令和２年３月に、ITV装置を設置した。 

集水面積：1.224ha(現在) 流入量：19.0㎥/min 

排水先：公共下水道→善福寺川 

受変電設備：高圧屋内キュービクル100KVA 6,600V 

排水設備：雑排水水中ポンプ φ300mm 22KW ３台  

発電機設備：屋外パッケージ型発電設備 130KVA 200V 発動機（ディーゼル160ps） 

その他設備：警報装置、水位計、換気・照明設備、冠水警報板２面、ITV装置 

 

四面道排水場 

 環状八号線と青梅街道が立体交差する荻窪排水場の北側（清水一丁

目）にあり、環状八号線アンダーパス部分の路面排水機能を確保する

ため、昭和58年に設置されたもので、地下水槽から排水口までの揚

程が高いのが特徴。集水面積が比較的狭く排水量が多くないため低圧

受電方式となっている。 

 また、平成24年３月には、アンダーパス部の冠水対策により冠水
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警報板を設置した。 

受電設備： 低圧受電 200V/100V 

排水設備：雑排水水中ポンプ φ150mm 11KW ２台  水中サンドポンプ φ80mm １台 

発電機設備：パッケージ型非常用予備発電設備  40KVA 200V 発動機（ディーゼル68ps） 

その他設備：警報装置、水位計、換気・照明設備、冠水警報板２面 

 

新宿西口共同溝 

西口広場は昭和41年 10月に完成し、その後広場に隣接する各街区のビル建設が10年間に渡って実施され、これ

らのビルへのライフラインの整備と共に共同溝が運用を開始した。  

共同溝法上の共同溝となった時期は、占用許可が始まった時期として記録がある昭和41年10月であり、東京電力

㈱、NTT（当時日本電信電話㈱）東京ガス㈱、都水道、都下水に許可がおりている。現在、占用企業者による定期点

検を合同で実施し、点検業務の効率化を図っている。 

施設維持担当は、入溝管理と占用者への技術的指導を行い、施設の維持管理を実施している。 

整備計画確定：昭和35年６月        延長：548.0m 

照明設備 防爆型蛍光灯66灯、水銀灯１灯 

換気設備 換気ファン４台、制御盤１面、分電盤１面 

 

淀橋共同溝 

青梅街道の地下部に位置し、新宿エルタワーから安田火災海上本社ビルへの、65.5mの短延長共同溝である。昭和

36 年３月に完成し、運用を開始した。現在、占用企業者による定期点検を合同で実施し、点検業務の効率化を図っ

ている。 

施設維持担当は、入溝管理と占用者への技術的指導を行い、施設の維持管理を実施している。 

整備計画確定：昭和35年６月        延長：65.5m 

照明設備 防爆型蛍光灯24灯 

換気設備 換気ファン１台、換気ファン制御盤１面、分電盤４面 

排水ポンプ φ80mm 2.2KW ２台 

 

その他の施設 

(1) 川南中央地下歩道 

環状八号線とJR中央線交差部から南へ約700mの、環状 

八号線を横断する地下歩道であり、隣接する横断歩道橋、

横断歩道が100m以上に亘って無く、周辺住民の生活動線

を環状線が遮断したことから設置されたものと思われる。

現在、地下歩道の清掃と排水施設等の管理を行っている。 

延長：22m  幅員：３m 
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排水設備：雑排水水中ポンプ φ40mm 0.25KW １台  操作盤 １面   

照明設備：２灯式40W蛍光灯 47灯 

(2) 飯田橋せせらぎ施設 

飯田橋地区第一種市街地再開発事業の公共施設

（水路・緑地）として、飯田濠本水路を立体化し

て整備され、昭和59年３月に完成。昭和61年２

月より、旧再開発部より引継ぎを受け第三建設事

務所の所管となる。当初は、施設の保守管理を再

開発ビル（セントラルプラザ）の管理会社が維持

管理業務を実施していたが、平成13年から第三

建設事務所で実施している。 

 現在、樹木管理を街路樹担当、水循環設備等、

歩行空間等の維持管理を施設維持担当で行っている。 

面  積 1,815㎡      建  屋 40㎡ ＲＣ構造（１Ｆ、Ｂ1） 

親 水 池  49㎡       通 路 橋 ３号橋（さくら橋）４号橋（けやき橋）５号橋（かえで橋） 

                    ６号線（ひいらぎ橋） 

流れ運転時間  9:00～17:00（土・日停止） 

(3) 冠水警報装置 

異常降雨によりアンダーパス等が冠水した場合、水位検知センサーで水位を検出し測定水位に応じ、冠水警 

報表示板に「冠水注意」、「冠水通行止」等の表示を行い、道路冠水による事故を防止するため、ドライバーに

注意喚起する装置である。 

      設 置 箇 所 

    ア 強制排水により道路排水している施設 ： 野方立体、荻窪立体、四面道立体、 

    イ 自然流下により道路排水している施設 ： 方南八幡立体、第一大久保ガード下 
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第 ６  道 路 整 備 事 業 

 

 東京の区部西側における道路ネットワークは、東西方向に走る放射状の幹線と南北方向に走る環状線及びそ

れらを補完する補助線で構成されている。 

 三建管内は、東西方向には北部で関越道に連絡する放射第７号線、中央部で西多摩へ通ずる放射第６号線（青

梅街道）、そして南部には中央道に連絡する放射第５号線（甲州街道）等の放射方向の幹線道路が走っている。

また、南北方向には都心側から環状第２号線（外堀通り）、環状第３号線（外苑東通り）、環状第４号線（外

苑西通り）、環状第５の１号線（明治通り）、環状第６号線（山手通り）、環状第７号線、環状第８号線の幹

線道路が走っている。これら放射、環状の幹線道路は、いわば大きな網目状となっており、この間を補助第 26

号線や補助第 74 号線、補助第 133 号線等が補完する幹線道路網を形成している。 

 しかるに管内の都市計画道路の整備状況は、平成 30 年 3月 31 日現在で新宿区 66.6％、中野区 51.7％、杉並

区 49.7％となっており、区部平均 65. 6％と比べ中野区及び杉並区は低く、慢性的な交通渋滞が発生している。 

 そのため、優先度の高い都市計画道路を重点的に整備するとともに、歩道の新設や拡幅など、交通安全施設

の整備も行っている。 

 

１． 都市計画道路の整備 

１ 放射第５号線   

 放射第５号線は、千代田区麹町一丁目を起点とし、新宿区、渋谷区及び世田谷区を経由し、杉並区久我山三

丁目（市区境）に至る、延長 15.1ｋｍ、計画幅員 40ｍの骨格幹線道路である。 

 

ア．久我山地区 ①（事業箇所図の番号） 

事業区間は、杉並区上高井戸二丁目から久我山三丁目までの延長 1,300ｍ、幅員 60ｍで、玉川上水を中心

とした幅 25ｍの都市計画緑地を挟み、上下４車線の車道と環境施設帯（幅員 10ｍ）を備えた構造となってい

る。 

本事業区間は放射第５号線で唯一の未整備区間で、東西方向の交通のボトルネックとなっているが、整備

することにより、三鷹市の東八道路に接続し、区部と多摩を結ぶ重要な幹線道路となる。 

なお、当該区間は、国の史跡に指定された玉川上水や沿道環境に配慮するため、幅員を 50ｍから 60ｍへ平

成 16 年５月に都市計画変更を行った。 

整備にあたっては、地域住民の意見を道づくりに反映するため住民代表などを含めた協議会を設置して、

平成 18 年度末まで検討を進めてきた。 

平成 17 年 12 月に事業認可を取得し、事業を進めており、令和元年６月に交通開放を行った。令和元年度

末の用地取得率は 99％である。 

（工 事） 

平成 20 年度より工事に着手し、本年度は引き続き、歩道舗装工事、道路植栽工事を実施する予定である。 
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イ．高井戸地区 ②（事業箇所図の番号） 

高井戸西地区は、杉並区上高井戸三丁目から久我山二丁目までの延長 975ｍ、幅員 50ｍの現道の範囲内で、

上下２車線で暫定供用していた本線を沿道から離れた中央自動車道の高架下に集約し、完成形の４車線に改

良した。暫定供用部分については、沿道空間として副道、自転車空間、歩道、植樹帯を整備する。平成 26

年 8月に事業認可を取得した（用地取得は無し）。 

当該区間の整備を久我山地区と合わせて実施することで、東西方向交通の分散による交通の円滑化、消防

車や救急車等の緊急車両の円滑な通行と災害時の避難路の確保、本線の高架下への集約による沿道環境の改

善と快適な歩道・自転車空間の確保などの効果が期待される。 

高井戸東地区は、杉並区下高井戸五丁目から高井戸東二丁目までの延長約 800m の区間において、西地区の

整備にあわせ、上下２車線で暫定供用していた本線を４車線に改良した。久我山地区とともに、令和元年６

月に交通開放を行った。 

  

 

 

 

  
  

 

 

上高井戸三丁目 
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（工 事） 

平成 26 年度より工事に着手し、本年度は、引き続き街路樹処理工事、交差点改良工事を実施する予定であ

る。 

 

 

 

２ 放射第２４号線   

 放射第 24 号線は、新宿区住吉町を起点とし、新宿区西新宿五丁目に至る、延長 3.2ｋｍ、計画幅員 30ｍの骨

格幹線街路である。 

 

ア．西新宿地区 ③（事業箇所図の番号） 

事業区間は、新宿区西新宿一丁目から同区北新宿二丁目までの区間であり、新宿副都心街路第 15 号線（延

長 730ｍ、計画幅員 30～32ｍ）と重複している。なお、事業認可は新宿副都心街路として、昭和 35 年６月に

取得している。 

昭和 46 年度から用地取得に着手し、その後、一時中断したが、昭和 60 年度から再開し、平成 16 年度末ま

でに用地取得が完了した。 

平成８年５月 28 日には、東京医科大病院付近に東京地下鉄㈱丸ノ内線西新宿駅が開業した。 

当該区間は、交通安全施設事業（新宿歩行者専用道第２号線）と整合を図りながら、整備を進めており、

新宿歩行者専用道（第２号線）の構築後復旧に合わせ、街路築造工事を行っていく。 

東地区 改良区間 約 800m 

西地区 事業認可区間 975m 
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３ 放射第２５号線   

 放射第 25 号線は、新宿区新宿七丁目を起点とし、文京区本郷二丁目に至る、延長 4.7km、計画幅員 30ｍの骨

格幹線道路である。このうち、現在事業中の区間は、新宿七丁目から原町三丁目及び北町から津久戸町である。 

 

ア．若松町地区 ④（事業箇所図の番号） 

 事業区間は、新宿区新宿七丁目（抜弁天交差点）から新宿区原町三丁目交差点までの延長 860m、幅員 30ｍで、

平成 22 年 10 月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 74％であり、本年度

も引き続き用地取得を実施する。 

 

イ．筑土八幡地区 ⑤（事業箇所図の番号） 

 事業区間は、新宿区北町（牛込北町交差点）から新宿区津久戸町（筑土八幡町交差点）までの延長 830m、幅

員 30ｍで、平成 25 年 11 月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。 

令和元年度末の用地取得率は 28％であり、本年度も引き続き用地取得を実施する。 

余丁町小学校
若松地域センター

警視庁第八機動隊

東京女子医科大学病院

河田口

小笠原伯爵邸

若松口

抜弁天

若松町

原町三

東京女子

医大北

ＧＳ抜弁天

厳島神社

〶

事業認可区間 Ｌ＝８６０ｍ

若松町

若松町

河田町
余丁町

新宿七丁目

原町三丁目

至 大久保

至

飯
田
橋

至 大久保

至 千駄ヶ谷

至 早稲田

西新宿一丁目 
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４ 環状第３号線  

 環状第３号線（外苑東通り）は、中央区勝どき二丁目を起点とし、港区、新宿区、文京区、台東区及び墨田

区を経由し、江東区辰巳二丁目に至る環状道路で、延長 26.7km、計画幅員 30ｍの骨格幹線道路である。このう

ち、現在事業中の区間は、舟町から市谷本村町、市谷薬王寺町から市谷柳町及び原町一丁目から弁天町の区間

である。 

 

ア．曙橋地区 ⑥（事業箇所図の番号） 

事業区間は、新宿区舟町から新宿区市谷本村町までの延長 365ｍ、幅員 27ｍで、平成 11 年３月に事業認可

を取得し、平成 11 年度から用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 99％である。 

（工 事） 

平成 19 年度より工事に着手し、本年度は、街路築造工事、支障物撤去工事を実施する予定である。 
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イ．薬王寺町地区 ⑦（事業箇所図の番号） 

事業区間は、市谷仲之町交差点から市谷柳町交差点（大久保通り）までの延長 400ｍ、幅員 27ｍで、平成

15 年１月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 99％である。 

 （工 事） 

平成 24 年度から工事に着手し、本年度は街路築造工事を行うほか、企業者の移設工事を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．弁天町地区 ⑧（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、前述の薬王寺町地区の北側にあたり、市谷柳町交差点（大久保通り）から弁天町交差点（早

稲田通り）までの延長 580ｍ、幅員 27ｍで、平成 20 年 12 月に事業認可を取得し、平成 21 年度から用地取得

に着手した。令和元年度末の用地取得率は 98％である。 

 （工事） 

  平成 26 年度から工事に着手し、本年度は引き続き、擁壁設置工事、街路築造工事を行うほか、企業者の移

設工事を行う予定である。 

 

 

市谷中之町交差点 

警視庁第 5機動隊 

厚生省大臣官房 

統計情報部 事業認可区間 L=４００ｍ 

区民福祉会館 

薬王寺保育園 

市谷薬王寺町 

至 曙町 

至 弁天町 

市谷柳町交差点 

市谷柳町 

放 25 

至 東京女子医大病院 
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５ 環状第４号線  

環状第４号線（外苑西通り）は、港区高輪三丁目を起点とし、渋谷区、新宿区、文京区、荒川区、台東区及

び墨田区を経由し、江東区の新砂三丁目に至る環状道路で、延長 28.8km、計画幅員 25ｍの骨格幹線道路であ

る。このうち、現在事業中の区間は、富久町から余丁町、余丁町から河田町及び原町三丁目から馬場下町の区

間である。 

ア．河田町地区 ⑨（事業箇所図の番号） 

事業区間は、新宿区余丁町の放射第６号線から新宿区河田町の放射第 25 号線までの延長 330ｍ、幅員 27

～30ｍで、平成 13 年８月に事業認可を取得し用地取得に着手、令和元年度に用地取得が完了した。 

（工 事） 

平成 22 年度から工事に着手し、本年度は街路築造工事を行うほか、企業者の移設工事を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．富久町地区 ⑩（事業箇所図の番号） 

 事業区間は、新宿区富久町（都立総合芸術高校付近）から新宿区余丁町の放射第６号線までの延長 330m、幅

員 27ｍで、平成 23 年 2月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 59％であ

り、本年度も引き続き用地取得を実施する。なお、用地取得は東京都道路整備保全公社に委託している。 

 また、事業区間の南端から靖国通り（放 24）までの区間は、西富久地区第一種市街地再開発事業により道路

整備を行った。 

（工 事） 

 平成 29 年度から工事に着手し、本年度は、都立総合芸術高校前において、補償代行工事（擁壁設置工事）を

実施する予定である。 

 

至 抜弁天 

至 住吉町 

至 抜弁天 

至 飯田橋 

余丁町 
区立余丁町運動公園 

視覚障碍者 

生活支援センター 

若松町 

余丁町小学校 

事業認可区間 L=３３０ｍ 

河田町 
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ウ．夏目坂地区 ⑪（事業箇所図の番号） 

 事業区間は、新宿区原町三丁目（若松町交差点）から同区馬場下町（地下鉄早稲田駅前交差点）までの延長

655ｍ、幅員 20ｍで、平成 30 年 2月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は

2％であり、本年度も引き続き用地取得を実施する。 

   

６ 環状第５の１号線  

環状第５の１号線は、渋谷区恵比寿二丁目を起点とし、新宿区、豊島区を経由し、北区滝野川二丁目へ至る、

延長 13.9km、計画幅員 27ｍの骨格幹線道路である。 

なお、明治通りでは、東京地下鉄㈱による地下鉄 13 号線（副都心線）建設工事が施行され、平成 20 年６月

14 日に開業した。 

 

ア．大久保地区 ⑫（事業箇所図の番号） 

事業区間は、新宿区大久保一丁目から同区大久保二丁目までの延長 440ｍ、幅員 27～35ｍで、平成 13 年９月

に事業認可を取得し用地取得に着手、平成 26 年度に用地取得が完了した。 

（工 事） 

 平成 20 年度から工事に着手し、平成 27 年度に完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業認可区間 L=４４０ｍ 

放
６

 

補
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至 抜弁天 

至 北新宿 

大久保一丁目 大久保二丁目 

新宿七丁目 至 若松町 

至 JR 大久保駅 

原町三丁目 

馬場下町 
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イ．戸山地区 ⑬（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、新宿区大久保二丁目から同区戸山三丁目までの延長 710ｍ、幅員 27～30ｍで平成 15 年 10 月

に事業認可を取得し用地取得に着手、平成 27 年度に用地取得が完了した。 

（工 事） 

  平成 19 年度から工事に着手し、本年度は、道路補修工事等を実施する予定である。 

 

７ 補助第２６号線  

 補助第 26 号線（中野通り）は、品川区東大井一丁目を起点とし、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、練馬

区及び豊島区を経由し、板橋区氷川町に至る、延長 22.4 ㎞、計画幅員 20ｍの環状方向の骨格幹線道路である。 

ア．杉山公園交差点 ⑭（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、青梅街道と交差する杉山公園交差点の慢性的な渋滞を早期に解消するため、交差点の両側 190

ｍの区間について道路の拡幅整備(左折車線等の設置)を行うものである。平成17年12月に事業認可を取得し、

用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 19％であり、本年度も引き続き用地取得を実施する。青

梅街道より南側については、平成 26 年 5月に、中野通りから高円寺方面への左折レーンの設置が完了した。 

 

 

イ．江古田地区 ⑮（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、中野区江古田一丁目から新宿区西落合四丁目までの延長 490m、幅員 20m で平成 26 年 8 月に

事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 35％であり、本年度も引き続き用地

取得を実施する。 

 

至高田馬場駅
至大久保駅 大久保二丁目 戸山公園 大久保三丁目

補
補 早稲田大学 早稲田大学 郵便局   消防署 74 
71 ２７ｍ ３０ｍ

至渋谷 明治通り 至池袋

大
久 諏
保 戸塚中学校 訪
通 戸山二丁目 戸山三丁目 通
り り

事業認可区間 710ｍ
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ウ．中野五差路交差点 ⑯（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、大久保通り（補助 71）と交差する中野五差路交差点の交通の流れをスムーズにし、交通安全

の向上を図るため、中野通り（補助 26）の 150ｍ区間と大久保通りの 190ｍの区間を拡幅整備するもので、

平成 20 年 12 月に事業認可を取得し、平成 21 年度より用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は

86％であり、本年度も引き続き用地取得を実施する。 

  平成 26 年 8月、大久保通りから中野駅方面への右折レーン設置により、時間帯右折禁止規制を解除した。 

（工 事） 

  本年度は、中野通りにおいて下水道局による桃園川幹線工事が予定されている。 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿区 

中野区 

西落合四丁目 

江古田一丁目 

中央四丁目 

中央五丁目 

中央二丁目 
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エ．江原町地区 ⑰（事業箇所図の番号） 

  事業区間は、中野区江古田一丁目から新宿区西落合四丁目までの延長 260m、幅員 20～23m で、令和 2年 3

月に事業認可を取得した。本年度から用地取得を実施していく。 

 

 

 

８ 補助第６２号線  

補助第 62 号線（方南通り）は、新宿区西新宿四丁目を起点とし、中野区を経由して、杉並区永福四丁目に

至る、延長 4.8km、計画幅員 20ｍの地域幹線道路である。 

本路線は災害避難道路として、また、バス等の地域サービス道路として重要な路線であり、副都心街路第

13 号線から補助第 26 号線（中野通り）の間 1,800ｍの事業を進めている。 

 

ア．弥生町地区 ⑱（事業箇所図の番号） 

事業区間は、渋谷区境の中野区弥生町一丁目から南台一丁目までの延長 520ｍ、幅員 20ｍで、平成６年 12

月に事業認可を取得した。令和元年度末の用地取得率は 99％である。 

（工 事） 

17 年度から工事に着手し､東大付属交差点付近の未買収地付近を残し工事を終えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業認可区間 L=５２０ｍ 

弥生町三丁目 弥生町一丁目 

南台一丁目 

東京大学教育学部 

付属中・高等学校 

渋谷区 

本町四丁目 

中野区 

江古田一丁目 

新宿区 

西落合四丁目 
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９ 補助第７４号線  

補助第 74 号線（諏訪通り）は、千代田区九段北二丁目を起点とし、新宿区及び中野区を経由し、杉並区上井

草四丁目に至る、延長 14.7km、計画幅員 20ｍの地域幹線道路である。 

 

ア．高田馬場地区（山手線西武新宿線立体） ⑲（事業箇所図の番号） 

当該区間は、ＪＲ山手線、西武新宿線で分断されているため、鉄道交差部分を道路掘割形式で地下化し、

立体交差を図る事業延長 650ｍ、幅員 28ｍの区間で、平成５年４月に事業認可を取得した。 

平成６年度より鉄道西側の用地取得に着手し、令和元年度末の用地取得率は 99％である。 

 （工 事） 

平成 14 年度から工事に着手しており、本年度は、引き続きＵ型擁壁設置工事、街路築造工事等を行うほ

か、企業者の移設工事を行う予定である。 

鉄道交差部の躯体工事については、東日本旅客鉄道㈱及び西武鉄道㈱に委託し、平成 27 年度に完了し

た。 

 

 

 

 

 

イ．野方地区 ⑳（事業箇所図の番号） 

事業区間は、新井交差点から大和（やまと）陸橋交差点までの延長 950ｍ、幅員 20ｍで、平成 24 年 10 月に

事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 36％であり、本年度も引き続き、用地

取得を実施する。 

新宿区高田馬場四丁目

ＪＲ線・西武新宿線ＪＲ,西武へ工事委託

高田馬場一丁目

至野方

補72

住友不動産

大久保三丁目

ﾆｭ-ﾀｳﾝｵｵｸﾎﾞ

戸山公園

事業認可区間　Ｌ＝６５０ｍ

至野

戸山団地

百人町四丁目

都営大久保アパート

至早稲田

労働
出張所

未買収地
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１０ 補助第１３３号線  

補助第 133 号線は、通称「中杉通り」と呼ばれ、環状第７号線と環状第８号線の中間に位置し、世田谷区桜

丘一丁目を起点とし、杉並区、中野区及び練馬区を経由して板橋区赤塚六丁目に至る、延長 16.0km、計画幅員

16ｍの環状方向の地域幹線道路である。 

 

ア．阿佐谷北地区 ㉑（事業箇所図の番号） 

事業区間は早稲田通り（補助第 74 号）から中野区境までの延長 300ｍ、幅員 16ｍで、平成７年９月に事業

認可を取得し、平成 27 年度に用地取得は完了している。 

（工 事） 

平成 11 年度から工事に着手し、本年６月に街路築造工事を完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．白鷺地区 ㉒（事業箇所図の番号） 

事業区間は杉並区境から妙正寺川までの延長 700ｍ、幅員 16ｍで、平成 27 年 3月に事業認可を取得した。

令和元年度末の用地取得率は 7%であり、本年度も引き続き用地取得を実施する。 

 

中野４丁目 
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京
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野
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丸
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事業認可区間  Ｌ＝９５０ｍ 

新井２丁目 
野方１丁目 

至 大原 
至 笹塚 

区
立
中
野 

体
育
館 

阿佐谷北六丁目 

下井草一丁目 杉並区 中野区 

白鷺二丁目 

白鷺一丁目 

補
74

 
 

 
 

早
稲

田
通

り
 

事業認可区間 L=３００ｍ 至 環８ 
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１１ 補助第２２７号線  

補助第 227 号線は、杉並区高円寺南二丁目を起点とし、中野区を経由して練馬区中村北一丁目に至る、延長

4.5km、計画幅員 16ｍの地域幹線道路である。 

 

ア．大和町地区 ㉓（事業箇所図の番号） 

本事業区間は、早稲田通りとの交差点である大和町郵便局前交差点から妙正寺川の川北橋までの延長 710

ｍ、幅員 16ｍで、「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」の「特定整備路線」であり、この道路を整備するこ

とにより木造住宅密集地域である「大和町・野方地域」の防災性の向上が図られる。 

平成 25 年 12 月に事業認可を取得し、用地取得に着手した。令和元年度末の用地取得率は 66％であり、本

年度も引き続き用地取得を実施する。 

 

（工 事） 

  本年度は、引き続き一部区間の排水管設置工事を実施する予定である。 

 

 

 

事業認可区間 Ｌ＝７１０ｍ

中野区 

白鷺一丁目 

白鷺二丁目 
阿佐谷北 
六丁目 

杉並区 

大和町一丁目 

大和町四丁目 
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２．交通安全施設の整備 

１ 新宿歩行者専用道第２号線 ㉔（事業箇所図の番号） 

本計画は、都庁の新宿移転に伴う西新宿地区の歩行者アクセス対応として計画された地下歩道のネットワ

ークの一部である。整備ルートは、都庁舎から一部区道を通り、東京地下鉄丸ノ内線西新宿駅を経由し、青

梅街道を東に向かい、小田急ハルク前の丸ノ内線新宿駅地下通路に接続する計画となっている。 

・Ⅰ期区間（都庁～西新宿駅）は、平成９年 12 月に供用開始した。 

・Ⅱ期区間（西新宿駅～新宿警察署）は、平成 23 年 5 月に供用開始した。 

また、平成 25 年４月には、住友不動産西新宿ビル前歩道にエレベータ設置に伴う出入口整備工事が完了し 

た。 

 ・Ⅲ期区間（新宿警察署～小田急ハルク）を現在施工中である。 

  Ⅲ期区間のうちⅡ期区間の終点から河合塾までの約 140ｍの区間（１工区）で、平成 26 年度から仮設工事

を行っており、本年度は引き続き躯体工事を実施するほか、建築設備工事を実施する予定である。 

 

２ 主要地方道飯田橋石神井新座線（第 25 号）〔馬場下町〕 ㉕（事業箇所図の番号） 

  本事業は、早稲田通りのうち、歩行者交通量の多い、馬場下町交差点から地下鉄早稲田駅前交差点までの

延長 200ｍについて、歩道の拡幅と電線共同溝の整備による無電柱化により、歩行者の利便性向上を図るも

のである。 

  本区間は、東京電力の既存ストックを活用した電線共同溝の整備を行うため、電線共同溝の設計から工事

までを東京電力㈱に委託している。 

（工 事） 

  本年度は、引き続き引込連系管工事を実施するとともに、歩道拡幅工事を実施する予定である。 



- 55 - 

 

 

      

事業区間Ｌ＝２００ｍ

至　早大正門

穴八幡

神社

至　高田馬場

早稲田高・中学校

至　諏訪町

馬場下町

交差点

地下鉄早稲田 至　弁天町

駅前交差点

至　若松町

早稲田通り 



 第三建設事務所施行都市計画道路事業認可一覧表⑴ 

番 

号 

都市計画道路 

番 号 

施 工 箇 所 

起 点・終 点 

事 業 認 可 
幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 

認可期間 

（年度） 

幅 員 構 成 

摘     要 変更年月日 

当初年月日 

告 示 

番 号 

歩 道 

（ｍ） 

車 道 

（ｍ） 

① 放 射 第 ５ 号 線 
杉 並 区

〃 

上高井戸二丁目 

久我山三丁目 

平 30. 3.29 

平17.12.20 

104 

509 
60  1,300  平17～令 2 

(環境施設帯) 
10.0  

 
15.0  

久我山地区 

（緑地帯 25.0ｍ） 

② 放 射 第 ５ 号 線 
杉 並 区

〃 

上高井戸三丁目 

久我山二丁目 

平 30. 3.30 

平 26. 8.28 

128 

335 
50  975  平 26～令 3 5.5  14.5  

高井戸西地区 

高井戸東地区(約 800m)は

事業認可外の改良区間 

 

③ 

 

放 射 第 24 号 線 
新 宿 区

〃 

西新宿一丁目 

北新宿二丁目 

平 10. 3.10 

昭35. 6.15 

470 

1133 
30～32  730  昭35～平11 

5.0  

6.0  

20.0～

22.0  

西新宿地区（副都心街路 

第15号線と重複） 

④ 放 射 第 25 号 線 
新 宿 区

〃 

新 宿 七 丁 目 

原 町 三 丁 目 

平 29.3.31 

平22.10.18 

138 

372 
30  860 平22～令 3 6.0  18.0  若松町地区 

⑤ 放 射 第 25 号 線 
新 宿 区

〃 

北 町 

津 久 戸 町 

令 2. 2. 6 

平 25.11.25 

40 

469 
30  830 平 25～令 7 6.0  18.0  筑土八幡地区 

⑥ 環 状 第 ３ 号 線 
新 宿 区

〃 

舟 町 

市 谷 本 村 町 

平 29.3.31 

平11. 3.12 

133 

433 
27  365 平10～令 2 4.5  18.0  曙橋地区 

⑦ 環 状 第 ３ 号 線 
新 宿 区

〃 

市谷薬王寺町 

市 谷 柳 町 

平 31. 3.28 

平15. 1.10 

107 

3 
27  400 平14～令 3 4.5  18.0  薬王寺町地区 

⑧ 環 状 第 ３ 号 線 
新 宿 区

〃 

原 町 一 丁 目 

弁 天 町 

平 27.3.30 

平20.12.25 

165 

409 
27  580 平20～令 2 4.5  18.0  弁天町地区 

⑨ 環 状 第 ４ 号 線 
 新 宿 区

〃 

余 丁 町 

河 田 町 

平 29.3.31 

平13. 8.21 

135 

283 
27～30  330 平13～令 2 4.5  18～21  河田町地区 

⑩ 環 状 第 ４ 号 線 
 新 宿 区

〃 

富 久 町 

余 丁 町 

平 29.3.31 

平23. 2.14 

139 

35 
27  330 平22～令 3 4.5  18.0  富久町地区 

⑪ 環 状 第 ４ 号 線 
 新 宿 区

〃 

原 町 三 丁 目 

馬 場 下 町 

 

平 30. 2.28 

 

47 
20  655 平 29～令 8 3.0  14.0  夏目坂地区 

⑫ 環状第５の１号線 
新 宿 区 

 〃 
大久保一丁目 

大久保二丁目 

平 24. 3.29 

平13. 9. 7 

111 

293 
27～35  440 平13～平27 5.0  17～25  大久保地区 

 

※ 

-
56
- 

※ 



 

 

第三建設事務所施行都市計画道路事業認可一覧表⑵ 

番 

号 

都市計画道路 

番 号 

施 工 箇 所 

起 点・終 点 

事 業 認 可 
幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 

認可期間 

（年度） 

幅 員 構 成 

摘     要 変更年月日 

当初年月日 

告 示 

番 号 

歩 道 

（ｍ） 

車 道 

（ｍ） 

⑬ 環状第５の１号線 
新 宿 区

〃 

大久保二丁目 

戸 山 三 丁 目 

平 27. 3.30 

平15.10.28 

167 

305 
27～30  710 平15～令 2 4.5  18～22  

戸山地区 

当初認可は地下鉄 

⑭ 補 助 第 2 6 号 線 
中 野 区

〃 

本 町 四 丁 目 

中 央 五 丁 目 

平 31. 3.28 

平17.12.26 

111 

515 
23  190 平17～令 5 3.5～5.5  14.0  杉山公園交差点 

⑮ 補 助 第 2 6 号 線 
中 野 区

新 宿 区

江古田一丁目 

西落合四丁目 

 

平 26. 8.19 

 

325 
20  490 平 26～令 2 3.25  13.5  江古田地区 

⑯ 

補 助 第 26 号 線 

及  び 

補 助 第 71 号 線 

中 野 区

〃 

中 央 五 丁 目 

中 野 二 丁 目 

平 31.3.28 

平20.12.25 

114 

410 

補助 26  

20  
150 

平20～令 5 

5.0  10.0  

中野五差路交差点 
補助 71  

15  
190 3.0  9.0  

⑰ 補 助 第 2 6 号 線 
中 野 区

新 宿 区

江古田一丁目 

西落合四丁目 

 

令 2. 3.10 

 

106 
20～23  260 令元～令 7 3.0  14～17  江原町地区 

⑱ 補 助 第 62 号 線 
中 野 区

〃 

弥生町一丁目 

南 台 一 丁 目 

平 30. 3.28 

平 6.12.20 

87 

2424 
20  520 平 6～令 2 4.5  11.0  弥生町地区 

⑲ 補 助 第 74 号 線 
新宿区大久保三丁目 

 〃 高田馬場四丁目 

平 28. 3.31 

平 5. 4.14 

146 

1198 
28  650  平 5～令 2 3.5  21.0  

高田馬場地区 

（山手線立体） 

⑳ 補 助 第 74 号 線 
中 野 区

〃 

中 野 四 丁 目 

野 方 一 丁 目 

平 31.3.28 

平24.10. 3 

118 

357 
20  950  平24～令 6 5.5  9.0  野方地区 

㉑ 補 助 第 133 号 線 
杉並区 

〃 

阿佐谷北六丁目 

下井草一丁目 

令 2. 3.19 

平 7. 9. 7 

132 

1569 
16  300  平 7～令 2 3.5  9.0  阿佐谷北地区 

㉒ 補 助 第 133 号 線 
杉並区 

中野区 

阿佐谷北六丁目 

白 鷺 二 丁 目 

 

平 27. 3.31 

 

208 
16  700  平 26～令 2 3.5  9.0  白鷺地区 

㉓ 補 助 第 227 号 線 
中野区 

〃 

大和町一丁目

大和町四丁目

令 2. 3.18 

平 25.12. 5 

123 

480 
16  710  平 25～令 6 3.5  9.0  大和町地区 

※ は事業認可終了。番号は事業箇所図の番号   

 

-
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道　路　用　地　取　得　状　況

図面

番号
取得面積

(㎡)
移転棟数

取得面積
(㎡)

移転棟数
取得予定面積

(㎡)
移転予定棟数

① 放 射 第 ５ 号 線
杉 並 区 上 高 井 戸 二 丁 目

〃 久 我 山 三 丁 目
1,300 60 52,361 206 52,360 206 0 0

② 放 射 第 ５ 号 線
杉 並 区 上 高 井 戸 三 丁 目

〃 久 我 山 二 丁 目
975 50 - - - - - -

③ 放 射 第 24 号 線
新 宿 区 西 新 宿 一 丁 目

〃 北 新 宿 二 丁 目
730 30～32 4,992 61 4,992 61 0 0

④ 放 射 第 25 号 線
新 宿 区 新 宿 七 丁 目

〃 原 町 三 丁 目
860 30 10,138 85 7,479 63 773 5

⑤ 放 射 第 25 号 線
新 宿 区 北 町

〃 津 久 戸 町
830 30 10,200 75 2,837 29 785 7

⑥ 環 状 第 ３ 号 線
新 宿 区 舟 町

〃 市 谷 本 村 町
365 27 1,124 18 1,111 17 0 0

⑦ 環 状 第 ３ 号 線
新 宿 区 市 谷 薬 王 寺 町

〃 市 谷 柳 町
400 27 6,734 65 6,673 64 0 0

⑧ 環 状 第 ３ 号 線
新 宿 区 原 町 一 丁 目

〃 弁 天 町
580 27 6,205 86 6,088 81 0 0

⑨ 環 状 第 ４ 号 線
新 宿 区 余 丁 町

〃 河 田 町
330 27～30 8,199 52 8,199 52 0 0

⑩ 環 状 第 ４ 号 線
新 宿 区 富 久 町

〃 余 丁 町
330 27 8,059 65 4,826 60 458 3

⑪ 環 状 第 ４ 号 線
新 宿 区 原 町 三 丁 目

〃 馬 場 下 町
655 20 5,895 79 146 1 666 8

⑫ 環 状 第 5 の 1 号 線
新 宿 区 大 久 保 一 丁 目

〃 大 久 保 二 丁 目
440 27～35 3,753 24 3,753 24 0 0

⑬ 環 状 第 5 の 1 号 線
新 宿 区 大 久 保 二 丁 目

〃 戸 山 三 丁 目
710 27～30 3,028 11 3,028 11 0 0

⑭ 補 助 第 26 号 線
中 野 区 本 町 四 丁 目

〃 中 央 五 丁 目
190 23 1,102 8 207 2 111 3

⑮ 補 助 第 26 号 線
中 野 区 江 古 田 一 丁 目
新 宿 区 西 落 合 四 丁 目

490 20 6,391 60 2,141 27 717 10

⑯ 補助26・ 71号線
中 野 区 中 央 五 丁 目

〃 中 野 二 丁 目
340 15～20 1,536 28 1,319 27 186 3

⑰ 補 助 第 26 号 線
中 野 区 江 古 田 一 丁 目
新 宿 区 西 落 合 四 丁 目

260 20～23 2,565 19 0 0 225 5

⑱ 補 助 第 62 号 線
中 野 区 弥 生 町 一 丁 目

〃 南 台 一 丁 目
520 20 2,359 83 2,356 83 0 0

⑲ 補 助 第 74 号 線
新 宿 区 大 久 保 三 丁 目

〃 高田馬場四丁目
650 28 6,045 33 5,985 33 0 0

⑳ 補 助 第 74 号 線
中 野 区 中 野 四 丁 目

〃 野 方 一 丁 目
950 20 3,875 16 1,409 4 727 1

㉑ 補 助 第 133 号 線
杉並区阿佐ヶ谷北六丁目

〃 下 井 草 一 丁 目
300 16 2,261 37 2,261 37 0 0

㉒ 補 助 第 133 号 線
杉 並 区 阿 佐 谷 北 六 丁 目
中 野 区 白 鷺 二 丁 目

700 16 9,662 66 722 8 1,407 3

㉓ 補 助 第 227 号 線
中 野 区 大 和 町 一 丁 目

〃 大 和 町 四 丁 目
710 16 7,232 128 4,781 89 1,213 27

令和２年度（当初）
路　線　名 施　工　場　所

延　長
(m)

幅　員
(m)

全体計画 令和元年度まで
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第７ 河川整備事業 

 
1. 管内河川の概要及び改修の推移 

⑴ 河川概要 

 管内の地勢は、杉並区松庵付近の標高約 50ｍから新宿区の東縁にあたる JR 飯田橋駅付近の標高約４ｍ

まで、おおむね西高東低の高度分布となっているが、南北方向についてみると、河川の開削等により凹凸

のはげしい複雑な地形を呈している。 

 河川は、荒川水系に属する神田川が管内で支流を合流し、ほぼ西から東に貫流しながら隅田川に注いで

いる。その主要諸元は表－１のとおりである。 

 

表－１ 管内河川及び主要諸元 

河川法区分 河 川 名 

全    体 管 内 

延 長 

(㎞) 

 

管内の計画高水流量 

(㎥/s) 
延 長 

(㎞) 

流域面積 

(㎢) 

一 級 河 川 

神 田 川 水 系 46.4  105.0  39.5  － 

 

神 田 川 24.6  105.0  17.7     20～500 

 

善 福 寺 川 10.5  18.3  10.5     20～140 

妙 正 寺 川 9.7  21.4  9.7     110～230 

 江古田川 1.6  5.0  1.6   50～55 

 (注) 流域面積は支川の流域を含む面積である。 

 

 

⑵ 河川改修事業の推移 

 戦後の河川改修は、戦前の改修部に引き続いて、昭和 25 年に善福寺川、同 34 年に神田川、妙正寺川の

整備を本格的に再開した。その後、昭和 39 年の ｢中小河川改修緊急３か年整備計画 (39～41 年度)｣、同

42 年の ｢中小河川緊急整備５か年計画 (42～46 年度)｣、同 52 年の ｢中小河川水害緊急整備計画 (52～54

年度)｣ を経て、同 53 年までに１時間あたり 30 ㎜規模の降雨に対応できる護岸の整備は完了した。 

 この間、昭和 33 年９月には狩野川台風、同 41 年６月には台風４号により都内各所で大水害が発生し、

管内河川を含む中小河川の改修促進の契機となった。(表－２)   
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表－２ ２大台風による水害 

災
害
種
別 

降 雨 記 録 

区 分 

水 害 状 況 都内全域の 

 

浸 水 被 害 総降雨量 
時間最大 

降 雨 量 
新宿区 中野区 杉並区 計 

狩
野
川
台
風 

昭和33年９月 
 

 22日～27日 
 

  444.1mm 

76.0mm 

浸水面積 

(ha) 
70 191 646 907 21,103 

浸水戸数 

(戸) 
6,207 6,761 10,168 23,136 464,030 

第
四
号
台
風 

昭和 41 年６月 
 

 27日～28日 
 

  235.0mm 

30.0mm 

浸水面積 

(ha) 
62 52 214 328 8,762 

浸水戸数 

(戸) 
1,773 1,035 2,112 4,920 102,896 

 

⑶ 神田川水系の主要水害 

 流域の都市化による保水・遊水機能の低下は、雨水の河川への到達時間を短縮させる等、高水流量の増

加をもたらし、いわゆる都市型水害の大きな原因となっている。神田川水系においても巻末に示すように、

昭和 50 年代前半から毎年のように水害が発生している。これまでに、昭和 60 年７月、平成元年８月の集

中豪雨、平成３年９月、平成５年８月の台風は神田川沿いに、また平成 17 年９月の記録的な集中豪雨によ

り妙正寺川と善福寺川沿いを中心に多数の浸水被害をもたらした。 

(4) 今後の河川整備について 

   神田川水系では、これまで、１時間当たり 50mm 規模の降雨に対応できるよう、河道や調節池、分水路の

整備を行ってきた。しかし、時間 50mm を超えるような局地的集中豪雨により、一部の地域で浸水被害が発

生するなど、これまでの対策の基本としていた時間 50mm 規模の治水施設のみでは、このような豪雨に対応

できない場面が発生している。 

   このため、1 時間当たり 50mm 規模の降雨に対応できる河道に加え、調節池の整備や雨水浸透施設の設置

などの流域対策により、1時間当たり 75mm 規模の降雨に対応していく。 

 

2. 管内河川の整備 

⑴ 神 田 川 

 本川は、三鷹市の井の頭池に源を発し、善福寺川及び妙正寺川を合流し、新宿、豊島、文京の区境を東

流し、JR 水道橋駅付近で日本橋川を分派し、台東区柳橋地先で隅田川に注ぐ延長24.6㎞、流域面積 105.0

㎢の都内中小河川としては、最大の規模をもつ重要な河川である。 

 管内の本川は杉並区西部より南部を東流して、中野区弥生町地先で善福寺川を、さらに新宿区下落合地

先で妙正寺川が流れこむ高田馬場分水路を高戸橋で合流し、新宿、豊島、文京の区境を流れる新宿区下宮

比町地先 (JR 飯田橋駅前) までの延長 17.7 ㎞である。 

ア． 分 水 路 

① 江戸川橋分水路 
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船河原橋から江戸川橋間、延長 1,760ｍについては、本川に沿う放射７号線路面下に ｢江戸川橋分水

路｣ が設置されている。この工事のうち、営団地下鉄８号線（現東京メトロ有楽町線）との競合部分は、

営団に委託し、当所は白鳥橋下流付近から古川橋上流に至る約 870ｍを担当し、昭和 50 年度に着工し同

52 年６月に完成した。 

なお、江戸川橋分水路については、第六建設事務所が維持管理を担当している。 

② 高田馬場分水路 

 高田馬場駅付近の狭さく部による水害を早急に軽減するため、放射７号線路面下を利用した ｢高田馬

場分水路 (6.60ｍ×6.65ｍの二連暗渠)｣ は、旧第一特定街路建設事務所において、昭和 43 年度に着工

し同 53 年度に延長 1,460ｍが完成した。 

 当所もこの分水路及び呑口部を築造するため、昭和 45 年度から用地取得に入り、同 48 年度に工事着

手し、同 49 年度には妙正寺川の一部仮通水を行った。さらに昭和 57 年度には、神田川からの暫定及び

妙正寺川からの呑口部工事を完了させた。現在の妙正寺川は同分水路を経て、高戸橋で神田川に合流し

ており、大雨時には神田川本川の洪水の一部も同分水路へ流入している。 

 築造から 30 年以上が経過していることから、老朽化調査結果をもとに、平成 30 年度より補修工事を

実施、令和２年度完了予定である。 

イ．本 川 

① 通常事業 

ａ) 駒塚橋～高戸橋間については、昭和 50 年度から用地取得に入り、同 53 年度に工事着手し、面影橋

等５橋の架替を含め延長 1,060ｍを同 56 年度に完了した。 

なお、この高戸橋下流区間の本川改修によって、妙正寺川の洪水は高田馬場分水路へ切替えられ、

かつての水害常襲地帯であった高田馬場駅周辺の水害軽減が図られた。 

ｂ) 源水橋から西武新宿線、JR 山手線を挟んで清水川橋までの約 600ｍについては、平成２年５月 10 日

に事業承認を受け、護岸工事は、平成７年度に着工し下流側より工事を進め、平成 21 年９月末には西

武新宿線の神田上水橋梁架替工事が完了した。今後は、ＪＲ山手線橋梁架替について、東日本旅客鉄

道㈱と調整し事業化の検討をしていく。 

ｃ) 旧妙正寺川合流点～末広橋間 (延長約 1,980ｍ) については、昭和 57 年１月 14 日に事業承認を受

け昭和 57 年度に護岸工事に着手し、平成元年度に概成した。 

ｄ) 末広橋上流～淀橋間 (延長 600ｍ) については、昭和 62 年７月 16 日に事業承認を受けて、平成元

年度に護岸工事に着手し、平成７年度に完了した。 

ｅ）淀橋～長者橋間（延長約 700m）については、平成３年５月 31 日に事業承認を受け、平成６年度に

護岸工事に着手し、平成９年度末に概成した。途中、平成５年８月 27 日の台風 11 号により甚大な被

害を受けたことから、淀橋から当区間の上流新橋までの延長約 1,400m について、河川激甚災害対策特

別緊急事業（以下「激特事業」という。）の採択を受け事業を実施した。その後、淀橋上流の東京電力

占用橋の架け替え工事が平成 18 年度に完了した。 

ｆ）長者橋～新橋間（延長約 700m）については、平成６年８月 12 日に事業承認を受け、平成８年度に
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工事着手し、途中激特事業を挟み、平成 12 年度に護岸工事は完了した。その後橋梁の架け替え工事に

着手し、長者橋の架け替え工事が、平成 19 年度に完了した。 

ｇ) 新橋～寿橋間 (延長 540ｍ) については、平成 16 年５月 24 日に事業認可を受け用地取得に着手し

た。平成 19 年度に護岸工事に着手し、今年度は引き続き本郷橋上下流の護岸整備を行う予定である。 

 

 

ｈ)方南第一橋の上流については、平成 17 年度に護岸工事に着手し、今年度は、引き続き宮前橋の架替

を含む宮前橋上下流の護岸整備を行う予定である。 

 

 

事業認可区間 約５４０ｍ

神田川

中
野
通
り

本 郷 通 り

新
橋

氷
川
橋千

代
田
橋

柳
橋

本
郷
橋寿

橋

本町五丁目

本町三丁目

弥生町二丁目

その１５５

工事延長 50ｍ

護岸 50ｍ

中野区

その１５６

工事延長 50ｍ

護岸 50ｍ
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ウ． 調 節 池 

① 下高井戸調節池 

永福橋下流の未整備区間の治水安全度を早期に向上させるため、都市計画下高井戸公園内に貯留量約

30,000 ㎥の地下調節池を整備するものである。 

平成 28 年度末に工事用搬入路の整備等の準備工事を、また、平成 29 年度には本体工事を契約した。 

平成 30 年度に工事用車両の搬出入路整備に着手し、令和元年度から調節池本体工事を実施している。 

 

 

 

⑵ 善 福 寺 川 

 本川は、杉並区の善福寺池に源を発し、同区内を蛇行しながら中野区境付近で神田川に合流する延長

10.5 ㎞、流域面積 18.3 ㎢の河川である。 

 ア． 本 川 

①  通常事業 

 50mm/ｈr 整備については、都立和田堀公園内に水害軽減対策として、掘込式調節池３箇所を設置して

いる。和田堀橋～済美橋間については、神田川・環状環七線地下調節池の善福寺川取水施設が稼働した

ことから、平成 19 年度に激特関連事業として護岸工事に着手し、平成 24 年度末で完了した。 

激特区間上流においては、平成 24 年度に済美橋上流及び宮下橋上流の護岸整備に着手した。今年度は

大松橋下流部において大松橋の架替を含む護岸工事、宮下橋上流部において八幡橋及び御供米橋の架設

を含む護岸工事を実施する予定である。 

 さらに、善福寺川調節池が平成 28 年８月末に取水可能となったことから、神通橋上下流部において神

通橋の架け替えを含む護岸工事を実施しており、今年度は引き続き神通橋上流の護岸工事を行う予定で

ある。 

②  河川激甚災害対策特別緊急事業（激特事業） 

 平成 17 年９月の記録的な集中豪雨により妙正寺川と善福寺川沿いを中心に約 3,600 戸の浸水被害が

発生した。このため善福寺川においては、神田川・環状七号線地下調節池の善福寺川取水施設から和田

堀第六調節池間の延長約 2,000ｍについて平成 17 年 11 月に国の採択を得て、護岸整備、調節池増強、

下高井戸調節池 

V=30,000 ㎥ 
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取水施設整備及び橋梁架替に着手し、平成 19 年度に和田堀第六調節池の増強整備、平成 20 年度に済美

橋、本村橋の架替が完了し、平成 21 年度の武蔵野橋架替及び区立済美公園と一体となった緩傾斜護岸の

整備をもって、激特事業は完了した。 

 

 

 

 

 

 

 イ． 調 節 池  

① 和田堀公園調節池 

善福寺川流域の治水安全度のレベルアップを図るため、都立和田堀公園内に貯留量約 17,500 ㎥の掘込

式調節池を整備するものである。調節池の整備にあたっては、公園と調和した整備を行う。 

平成 29 年度に搬入路工事に着手し、平成 30 年度から調節池本体工事を実施している。 

② 善福寺川調節池 

 善福寺川上流域の浸水被害を早期に軽減するため、都立善福寺川緑地内に貯留量約 35,000m3の地下調

節池を整備するものである。平成 24 年度に工事着手し、平成 29 年 6月に完成した。 

調節池の洪水調節機能を担保にして、平成 29 年度に調節池より上流の護岸整備に着手した。 

 

 

善福寺川
熊
野
橋

武
蔵
野
橋

済
美
橋

方南通り

堀之内一丁目

堀之内二丁目

杉並区

二
枚
橋

松ノ木二丁目

大
松
橋

宮
木
橋

大
宮
橋

宿
山
橋

宮
下
橋

荒
玉
水
道
道
路

大宮一丁目

井ノ頭通り

八
幡
橋

御
供
米
橋

大
成
橋

白
山
前
橋

成
園
橋

その１０５

工事延長 100ｍ

護岸 100ｍ

橋台 2基

搬入路設置

和田堀公園調節池

V=17,500㎥

工事延長 160ｍ

護岸 152ｍ

橋台 ２基

その１０６

工事延長 120ｍ
護岸 110ｍ
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表－３ 善福寺川調節池貯留実績 

 

(注)最大貯留量は各年の最大時の貯留量である。 

 

 

 

 

 

⑶ 妙 正 寺 川 

 本川は、杉並区の妙正寺池に源を発し、中野区北部を流れ江古田公園付近で江古田川を合わせて新宿区

に入り、高田馬場分水路に流入する延長 9.7 ㎞、流域面積 21.4 ㎢の河川である。 

ア．調 節 池  

① 妙正寺川第一調節池・妙正寺川第二調節池 

 第一調節池 (貯留量約 30,000 ㎥) は、昭和 59 年度に着工し、同 61 年度末に完成した。この調節池

は、敷地内にピロティー住宅、公園広場を配した全国でも初めての多目的利用の試みであり、工事は東

京都、新宿、中野両区及び住宅都市整備公団の四者が共同して進めた。 

 第二調節池 (貯留量約 100,000 ㎥) は、昭和 63 年度から着工し、平成７年６月に完成した。 

 また、令和元年度に補修工事を実施した。 

回数
最大

貯留量
回数

最大
貯留量

回数
最大

貯留量

貯留量（ｍ
３
） 3 35,000 2 23,900 1 34,400

貯留率（％） ― 100 ― 68 ― 98

平成29年度 平成30年度

善
福
寺
川

令和元年度
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② 落合及び上高田調節池 

 この２調節池は、既設の新宿区及び中野区立都市公園の地下を利用した施設である。 

 落合調節池 (貯留量約 50,000 ㎥) は、西武新宿線に近接しているため、昭和 62 年度に西武鉄道㈱に

工事を委託し、平成７年３月に完成した。 

 上高田調節池 (貯留量約 160,000 ㎥) は、昭和 63 年度に着工し、平成 10 年３月に完成した。 

平成 29 年度から補修工事に着手し、令和２年度完了予定である。 

 

③  鷺宮調節池 

 鷺宮調節池（貯留量約 35,000 ㎥) は、平成 22 年度に着工し、調節池本体が完成した平成 25 年４月

より取水を開始した。この調節池は、老朽化の進んだ都営鷺の宮アパートの建替えに伴い、川沿いの約

１ha の都営住宅用地について都市整備局から所管換えを受けて整備を行った。 

 また、調節池上部は、中野区が公園整備工事を実施し、平成 27 年度に完成した。 

 

イ．本 川 

① 通常事業 

 50mm/ｈr 整備については、上記の調節池群との組合せにより進めており、調節池群の上流、下田橋～

大北橋間 (延長約 500ｍ) については、平成２年５月 10 日に事業承認を受け、平成８年度に護岸工事に

着手し平成 16 年度に完了した。また、この上流で両岸に区道を有する大北橋～三谷橋間(延長約 1,800

ｍ)についても、護岸整備区間として、平成３年度から工事を実施している。さらに水車橋上流～下田橋

間(延長約 1,200ｍ)の護岸整備については、平成５年７月８日に事業承認を受け、用地取得が完了した

箇所から工事を実施してきたが、平成 21 年度の西武新宿線妙正寺川第三橋梁架替工事の完成をもって

整備が完了した。平成 26 年度から鷺宮調節池の洪水調節機能を担保に調節池より上流部の護岸改修に

着手した。今年度は引き続き丸山橋上下流の護岸整備を行う。 

 また、三谷橋から新昭栄橋については、令和元年 12 月 18 日に河川予定地指定し、護岸整備に着手し

た。今年度は引き続き新昭栄橋下流の護岸整備を行う。 

② 河川激甚災害対策特別緊急事業（激特事業） 

 善福寺川と同様に、平成 17 年に河川激甚災害対策特別緊急事業の採択を受け、落合調節池から神田

川・環状七号線地下調節池・妙正寺川取水施設間の延長約 3,900m について、護岸整備、河床掘削及び橋

梁架替を実施し、平成 21 年度末に完了した。 
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表－４ 妙正寺川調節池施設概要 

 妙正寺川第一 妙正寺川第二 上 高 田 落 合 鷺 宮 北 江 古 田 

貯留面積 (㎡)  9,900  6,500  13,200  4,800 8,800 9,200 

貯留量  (㎥) 30,000 100,000 160,000 50,000 35,000 17,000 

越流堰延長(ｍ) 90.6 62.0 67.7 74.5 47.0 55.0 

貯留深さ (ｍ) 4.1 20.0 18.4 13.85 5.3 3.0 

排水時間 (ｈ) 3.0 (自然排水) 12.0 24.0 12.0 24.0 6.0 (自然排水) 

上部利用形態 公 園 ・ 住 宅 哲学堂公園等 上高田運動施設 落 合 公 園 多 目 的 広 場 北江古田公園 

 （参考）北江古田調節池は江古田川である。 

 

 

 

 

 

 

 

その２０２－２
工事延長 27m
護岸 18m

鷺宮調節池

鷺ノ宮駅

中
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鷺
盛
橋

皐
月
橋
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生
橋

下
鷺
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ブ
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双
鷺
橋
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橋

鷺
の
橋

土
筆
橋

八
幡
橋

白鷺一丁目

中野区

若宮三丁目

都立家政駅

標準断面図

Ｎ

H.W.L

4.1m

10.0m 4.0m4.0m

5.4m

妙正寺川

西武新宿線
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表－５ 妙正寺川調節池貯留実績（平成２１年度以降） 

（注）24年は実績なし 

（注）最大貯留量は各年の最大時の貯留量である。 

（注）鷺宮調節池は、平成 25年から取水開始。 

 

⑷ 神田川・環状七号線地下調節池 

 本調節池は、環状七号線の地下に設置したもので、主に神田川と善福寺川合流点付近より下流部の水害

の早期軽減を目的に計画されたものである。 

①  第一期事業は、梅里立坑から神田川の南約300m地点までの2.0㎞について路面下約40ｍに内径12.5

ｍ、最大貯留量 240,000 ㎥の調節池を築造するもので、昭和 61 年 12 月に都市計画決定、同 62 年３月

に事業承認を受け、昭和 63 年に発進立坑に着工、平成４年８月からトンネル掘進を行い、平成７年１

月にトンネル工事が完成した。神田川取水施設については、平成３年度に工事着手し、平成 10 年度に

完成した。なお、完成に先立ち平成９年度より取水を開始した。 

また、平成12年度より、渇水期のうち12月から 5 月までの 6 か月間、震災時や火災時に消火用の水

として利用できるよう河川水を最大 60,000 ㎥貯留している。 

②  第二期事業は妙正寺川立坑から梅里立坑までの 2.5 ㎞で、最大貯留量は 300,000 ㎥である。平成２

年１月に都市計画決定、同５年７月に事業承認を受け、平成 14 年度までに発進立坑の構築、シールド

マシンの製作を終え、平成 15 年度にトンネル掘進に着手、平成 16 年８月に梅里立坑に到達した。平

成 17 年度にはトンネル接続工事が完了した。善福寺川取水施設は、平成７年度に工事に着手し、平成

19 年３月には施設が完成した。なお、完成に先立ち、平成 17 年９月より取水を開始した。 

また、妙正寺川取水施設については、平成 19 年３月に土木施設が完成し、４月から暫定的に取水を

貯留量(㎥) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

貯留率(％) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

貯留量(㎥) 2 19,600 － 19,600 1 13,300 1 500 － － － － － － － － － － － －

貯留率(％) － 19.6 － 19.6 － 13.3 － 0.5 － － － － － － － － － － － －

貯留量(㎥) 4 76,000 2 23,000 2 87,000 5 58,900 4 14,700 2 25,300 2 15,800 4 46,700 2 23,500 1 105,400

貯留率(％) － 47.5 － 14.4 － 54.6 － 36.8 － 9.2 － 15.8 － 9.9 － 29.2 － 14.7 － 65.8

貯留量(㎥) － 3,400 － － 1 3,900 － － － － － － － － － － － － － －

貯留率(％) － 6.8 － － － 7.8 － － － － － － － － － － － － － －

貯留量(㎥) － － － － － － 3 19,300 2 32,500 2 10,200 － － 2 11,800 2 16,400 1 4,900

貯留率(％) － － － － － － － 55.1 － 92.9 － 29.1 － － － 33.7 － 46.9 － 14.0

令和元年度

回数
最　大

貯留量

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

回数
最　大

貯留量

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

回数
最　大

貯留量
回数

最　大

貯留量

平成 25 年度

回数
最　大

貯留量

鷺

　

　

宮

平成 30 年度

回数
最　大

貯留量
回数

最　大

貯留量

妙

正

寺

川

第

一

妙

正

寺

川

第

二

上

 

高

 

田

落

　

　

合

回数
最　大

貯留量
回数

最　大

貯留量
回数

最　大

貯留量
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開始、平成 20 年３月に設備等の工事が完了した。 

これにより、第二期事業がすべて完了し、神田川・環状七号線地下調節池が完成した。 

 

表－６ 施設概要 

 全体計画  
第一期事業 第二期事業 

貯留量 (㎥) 540,000 240,000 300,000 

調節池トンネル延長 (㎞) 4.5 2.0 2.5 

調節池トンネル内径 Ｄ＝12.5ｍ 

取水施設 ３箇所 神 田 川 善福寺川・妙正寺川 

 

表－７ 貯留実績 

 
貯留 

回数 

各年最大貯留時 

月 日 貯留量(㎥) 貯留率(％) 

平成９年 4  6.20   40,800  17.0 

平成 10 年 2  9.15  151,700  63.2 

平成 11 年 4  7.21   70,000  29.2 

平成 12 年 2  7. 8  214,000  89.2 

平成 13 年 1  9.11  120,000  50.0 

平成 15 年 2 10.13  148,000  61.7 

平成 16 年 2 10. 9  215,000  89.6 

平成 17 年 2  9. 4  420,000  77.8 

平成 18 年 1  6.16  141,000  26.1 

平成 19 年 1  7.29   76,000  14.1 

平成 20 年 2  5.20   79,000  14.6 

平成 21 年 2 10. 8  505,000  93.5 

平成 22 年 2 12. 3  146,800  27.2 

平成 23 年 1  8.26   92,000  17.0 

平成 24 年 1  5. 3   81,000  15.0 

平成 25 年 5  9.15  540,000  100.0 

平成 26 年 2  7.24  378,400   70.1 

平成 27 年 2  5.12  176,800   32.7 

平成 28 年 1  8.22  213,400   39.5 

平成 29 年 1 10.23   92,000  17.0 

平成 30 年 2  3. 9  286,400  53.0 

令和元年 １ 10.12  493,500   91.4 

 

 

 

 

⑸ 環状七号線地下広域調節池（石神井川区間） 

「中小河川における都の整備方針」（平成 24 年 11 月）に基づき、区部の中小河川は、目標整備水準を時間最

大 75 ミリ降雨に引き上げ、時間 50 ミリを超える部分については、調節池（時間 15 ミリ分）及び流域対策（時

間 10 ミリ分）による対応を基本としている。そのため、神田川・石神井川・白子川の３流域における時間 75

ミリ降雨対策では、現在供用している「神田川・環状七号線地下調節地」及び「白子川地下調節池」を連結す

（注）平成 17 年９月４日は第二期へ一部緊急取水した。 

（注）調節池容量 540,000 ㎥（平成 17 年９月 17 日以前 240,000 ㎥） 

（注）令和２年 6月 1 日現在 
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るための「環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）」の整備を計画した。 

この調節池の整備に伴い、上記３流域の間にて調節池機能の相互融通が可能となり、局地的かつ短時間の集

中豪雨（時間 100 ミリ程度）に対しても、大きな効果を発揮することが期待されている。 

シールドトンネル本体工事である「環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事」については、基本設

計（平成 26 年度）及び詳細設計（平成 27～28 年度）を経て、平成 28 年度末に工事着手し、令和４年度末完成

の予定である。 

本体工事後には、排水や換気設備等の機能向上を図るための増強工事を実施し、３地下調節池が連結した「環

状七号線地下広域調節池」として、令和７年度末の稼働を目指している。 

 

表－８ 環状七号線地下広域調節池 基本諸元一覧表 

基 本 諸 元 

環 状 七 号 線 地 下 広 域 調 節 池 

神田川･環状七号線 

地下調節池 

環状七号線 

地下広域調節池 

（石神井川区間） 

白子川 

地下調節池 

貯  留  量(㎥) 540,000 680,000 212,000 

調節池トンネル延長(km) 4.5 5.4 3.2 

調節池トンネル内径(ｍ) 12.5 12.5 10.0 
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神 田 川 流 域 図 



神田川水系の改修状況図

令和元年度迄実施済

令和２年度実施予定

令和３年度以降実施

凡 例

神田川

神田川

善福寺川

妙正寺川

和田堀

第六調節池

護岸整備率（令和元年度末現在）

神田川 88％

妙正寺川 44％

善福寺川 62％
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3. 河川用地の取得状況 

 現在、管内において事業承認及び河川予定地の指定に基づき、用地取得を実施しているのは、神田川及

び妙正寺川で、取得状況は下記のとおりである。 

 

神田川・妙正寺川事業承認及び河川予定地の指定一覧表 

河川名 区    間 
事業承認又は河川 

予定地の指定年月日 
延 長 用 地 取 得 状 況 

神 田 川 
源水橋～清水川橋 平成２年５月 10 日 約 600ｍ  令和元年度末までの進捗率 83％ 

新橋～寿橋 平成 16 年５月 24 日 約 540ｍ  令和元年度末までの進捗率 86％ 

妙正寺川 三谷橋～新昭栄橋 ※令和元年 12 月 18 日 約 380ｍ  新規事業 

                                 ※河川予定地の指定 

 

表－９ 河川用地取得状況 

河 川 名 

（区 間） 

全体計画 令 和 元 年 度 迄 の 実 績 令和 ２ 年 度 予 定 

規模(㎡) 規模(㎡) 執行率(%) 規模(㎡) 執行率(%) 

神 

田 

川 

源 水 橋 
から 

清水川橋 
4,686 3,908 83  0 0  

新  橋 
から 

寿  橋 
1,903 1,627 86  104 5  

妙
正
寺
川 

三谷橋 

から 

新昭栄橋 

750 ― ― 62  8  

環七広域地下調節池 172 172 100  0 0  
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土被り 

34m～43m 

外 径 
（第一期）13.7m 
（第二期）13.2m 
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4. 水防業務 

  

水害から都民の生命と財産を守るためには、中小河川の護岸整備や調節池、分水路などの整備を促進する

とともに水防活動により被害を最小限にとどめることが重要である。そのため建設局では、都内の水防管理

団体が行う水防が十分に行われるように ｢東京都水防計画｣ を策定している。その計画は、水防組織、水防

機関の活動及び情報の伝達、水防上注意を要する箇所、水防用資器材等を定めたものであり、当所において

も水防月間中（５月１日～５月 31 日）に水防連絡会を開催し、水防管理団体である区役所、消防署、警察署、

その他関係機関との意見調整を行うとともに、計画の周知徹底を図るとともに、水防上注意を要する箇所に

ついて区、消防と合同点検を行なっている。 

 防災情報の提供においては、平成 21 年３月より気象庁と共同で、神田川の洪水予報を発表しており、平成

26 年３月からは、妙正寺川と善福寺川を水位周知河川に指定し、氾濫危険情報を都独自で発表している。 

 神田川洪水予報とは、気象庁の１時間先までの予測雨量をもとに河川水位の変動を予測し、神田川が溢れ

る恐れがあるとき、東京都と気象庁共同で、神田川沿いの区市（千代田区・中央区・新宿区・文京区・台東

区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・武蔵野市・三鷹市）に洪水予報を発表する。 

 水位周知河川における氾濫危険情報は、流域面積が小さいなど洪水予報のための水位予測が困難な河川を

対象に基準点と氾濫危険水位を設定し、水位が氾濫危険水位に達した場合に都独自で発表する。 

これらの情報は、報道機関や関係区市から電子メールや防災行政無線で、皆様にお知らせするほか、東京都

水防災総合情報システムのホームページで、発表中の洪水予報（氾濫危険情報）等を確認することができる。 

また、平成 27 年６月から新たに、洪水予報河川及び水位周知河川の基準点における河川監視映像を同ホーム

ページで公開している。 

東京都水防災総合情報システム     http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp 

              【携帯版】http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/k/ 

 

注意報・警報の種類と発表基準（平成 29 年７月７日から運用） 

種 類 
区市町村等を 

まとめた地域 
区 発     表     基     準 

注 
 
 

 
 

意 
 
 

 
 

報 

大
雨
注
意
報 

大雨によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。 

具体的には次の条件に該当する場合 

23 区西部 

新宿区 表面雨量指数基準 11〔注１〕土壌雨量指数基準 127〔注２〕 

中野区 表面雨量指数基準 11 土壌雨量指数基準 129 

杉並区 表面雨量指数基準 11 土壌雨量指数基準 123 

洪 

水 

注 

意 

報 

洪水によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。 

具体的には次の条件に該当する場合 

23 区西部 新宿区 
流域雨量指数基準 神田川流域 17.1 妙正寺川流域 7.3〔注３〕 

複合基準 神田川流域（8,9.1）妙正寺川流域（5,6.2）〔注４〕 

http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp
http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/k/
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中野区 
流域雨量指数基準 神田川流域 10.7 妙正寺川流域 7.5 

複合基準 神田川流域（8,5.7）妙正寺川流域（5,6.3） 

杉並区 

流域雨量指数基準 妙正寺川流域 5.3 神田川流域 7善福寺川流域 8.9

複合基準 妙正寺川流域（11,4.5）神田川流域（11,5.6）善福寺川流

域（11,5） 

警 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

報 

大 

雨 

警 

報 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがある場合にその旨を警告して行う予報。 

具体的には次の条件に該当する場合 

23 区西部 

新宿区 表面雨量指数基準 19 土壌雨量指数基準 180 

中野区 表面雨量指数基準 20 土壌雨量指数基準 183 

杉並区 表面雨量指数基準 23 土壌雨量指数基準 174 

洪 

水 

警 

報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがある場合にその旨を警告して行う予報。 

具体的には次の条件に該当する場合 

23 区西部 

新宿区 
表面雨量指数基準 妙正寺川流域 9.2 複合基準 神田川流域(8,18.5) 

妙正寺川流域(8,7.2) 指定河川洪水予報による基準〔注５〕 

中野区 
表面雨量指数基準 妙正寺川流域 9.4 複合基準 神田川流域(8,13) 

妙正寺川流域(8,7.4) 指定河川洪水予報による基準 

杉並区 

表面雨量指数基準 妙正寺川流域 6.6 善福寺川流域 11.2  

複合基準 妙正寺川流域(11,6.3) 善福寺川流域(11,10) 

指定河川洪水予報による基準 

〔注１〕表面雨量指数：短時間降雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が地表面にたまって

いる量を示す指数。 

〔注２〕土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示

す指数。 

〔注３〕流域雨量指数：河川の上流域に降った雨による、下流の対象地点の洪水害リスクの高まりを示す指標

で、降った雨水が地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に

沿って流れ下る量を示す指数。 

〔注４〕複合基準：（表面雨量指数,流域雨量指数）の組み合わせによる基準値 

〔注５〕指定河川洪水予報による基準：「神田川（番屋橋・和田見橋・南小滝橋・飯田橋）」基準観測点で氾濫

警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する。 
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